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第１章 計画の策定にあたって 

1. 計画策定の背景と趣旨 

 

(１) 策定の背景 

我が国の総人口は、令和５（2023）年 10月１日現在で 1億 2,434 万人（総務省統計局・概算

値）と前年同月に比べ約 82.6万人減少している一方で、介護保険制度が施行された平成 12（2000）

年に約 900 万人だった後期高齢者（75 歳以上の高齢者）は、現在は約 2,008 万人となっており

急速に高齢化が進んでいます。 

王寺町では、高齢者人口が近いうちにピークを迎えることが予想されています。65 歳以上の

高齢化率は、団塊の世代が 75歳以上となる令和７（2025）年で 29.5％、団塊ジュニア世代（昭

和 46～48年生まれ）が 65歳以上となる令和 22（2040）年で 32.0％と予想されています。 

 

上述のような、令和７年（2025）年に「団塊の世代」が75歳になり後期高齢者が急増すること

を「2025年問題」、さらにその先の、いわゆる団塊ジュニア世代が令和22（2040）年に65歳以上

となり前期高齢者が急増することを「2040年問題」と呼び、第７期計画から継続して対策が行わ

れてきました。今後、要介護認定率の高い85歳以上人口の増加等も見込まれる一方で、現役世代

の減少は顕著となり、地域の高齢者介護を支える担い手の確保も重要となっています。 

サービス利用者数とサービス費用が急速に増大する中で制度を維持するためには、高齢者の

生活機能の低下を未然に防止、維持向上することが重要であり、介護予防の推進体制を確立する

ことが必要です。 

さらに、一人ひとりが適切な支援を受け、住み慣れた地域でできる限り自立した生活を続ける

ためには、「医療」「介護」「予防」「住まい」「生活支援」の一体的な提供が必要になります。地

域住民主体の見守り・健康づくり・生活支援・助け合いなどの活動を専門職、社会福祉協議会、

町などの関係者が連携してサポートする「地域包括ケアシステム」の深化・推進が求められてい

ます。 

 

また、子育てと介護を同時に抱えるダブルケアや、生活困窮世帯、老老介護等の複合的な課題

もあり、多様化・個別化したニーズへの対応に向けて、庁舎内の関係課と情報や課題を共有し、

多機関協働による継続的な働きかけを行うなど横断的な対応を行っていくための支援体制を強

化がしていくことも重要となっています。 
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(２)計画の目的 

本計画は、このような背景を踏まえ、王寺町における高齢者施策及び介護保険事業の取り組む

べき事項を整理し、地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進を目指すものです。制度・分野

ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が

参画することで、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながり、住民一人ひとりの暮らしと

生きがいを支えていくことができる地域共生社会の実現に向けて、「第９期王寺町介護保険事業

計画及び高齢者福祉計画（以下、「本計画」または「第９期計画」という。）」を策定するもので

す。 

 

（３） 介護保険法の主な改正内容 

将来に渡って持続可能であり、全ての世代や多様なライフスタイルに応じた社会保障制度を

構築するため、介護保険法を含めた社会保障関連法の一部を改正する「全世代対応型の持続可能

な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和６年４月１日に

施行されます。そこには、医療・介護の連携機能および提供体制等の基盤強化について、以下の

ような方針が示されています。介護保険法の改正にあっては下記のうち②③が該当し、その概要

は、続けて記載している１から５の通りとなっています。これらの改正について、第９期計画に

おいて留意する必要があります。 

 

〇医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化 

【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療法、介護保険法、高確法等】 

 

①かかりつけ医機能について、国民への情報提供の強化や、かかりつけ医機能の報告に基づく

地域での協議の仕組みを構築し、協議を踏まえて医療・介護の各種計画に反映する。 

②医療・介護サービスの質の向上を図るため、医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医

療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的に実施することとし、介護保険者が行う当

該事業を地域支援事業として位置付ける。 

③医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベ

ースを整備する。 

④地域医療連携推進法人制度について一定の要件のもと個人立の病院等や介護事業所等が参加

できる仕組みを導入する。 

⑤出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に移行する際の計画の認定

制度について、期限の延長(令和５年９月末→令和８年 12月末)等を行う。   等 

 

１．介護情報基盤の整備 

介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を医療保険者と一

体的に実施 

 

①被保険者、介護事業者その他の関係者が当該被保険者に係る介護情報等を共有・活用する

ことを促進する事業を介護保険者である市町村の地域支援事業として位置付け 

②市町村は、当該事業について、医療保険者等と共同して国保連・支払基金に委託できるこ

ととする 
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２．介護サービス事業者の財務状況等の見える化 

介護サービス事業所等の詳細な財務状況等を把握して政策立案に活用するため、事業者の

事務負担にも配慮しつつ、財務状況を分析できる体制を整備 

 

①各事業所・施設に対して詳細な財務状況（損益計算書等の情報）の報告を義務付け（職種 

別の給与（給料・賞与）は任意事項） 

②国が、当該情報を収集・整理し、分析した情報を公表 

 

３．介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務 

介護現場における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層取組を推進 

 

①都道府県に対し、介護サービス事業所・施設の生産性の向上に資する取組が促進されるよ

う努める旨の規定を新設 など 

 

４．看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化 

看護小規模多機能型居宅介護について、サービス内容の明確化等を通じて更なる普及を進

める 

 

①看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容について、サービス拠点での「通い」「泊ま

り」における看護サービス（療養上の世話又は必要な診療の補助）が含まれる旨を明確化 

など 

 

５．地域包括支援センターの体制整備等 

地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行うための体制

を整備 

 

①要支援者に行う介護予防支援について、居宅介護支援事業所（ケアマネ事業所）も市町村

からの指定を受けて実施可能とする など 

 

2. 計画の法的位置付け 

 

本計画は、高齢者福祉に関する施策全般を定める高齢者福祉計画と、介護保険事業についてそ

のサービス見込量などを定める介護保険事業計画を一体的に策定するものです。 

高齢者福祉計画は、基本的な政策目標を設定するとともに、その実現のために取り組むべき施

策全般を盛り込んでおり、老人福祉法第 20 条の８の規定による老人福祉計画と位置付けられま

す。 

介護保険事業計画は、要支援・要介護者の人数、介護保険の給付対象となるサービスの利用意

向等を勘案し、介護保険サービスの種類ごとの見込み等を定めるなど、介護保険事業運営の基礎

となる事業計画です。介護保険法第 117条に規定された計画で今回が第９期となります。 
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3. 計画の期間（令和６年度～令和８年度） 

 

介護保険法第 117条第１項において「市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする市町村

介護保険事業計画を定めるものとする。」とされています。 

よって本計画の計画期間は、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３か年としま

す。 

 

  

H30

（2018）

H31/R1

（2019）

R2

（2020）

R3

（2021）

R4

（2022）

R5

（2023）

R6

（2024）

R7

（2025）

R8

（2026）

R9

（2027）

R10

（2028）

R11

（2029）
…

R22

（2040）

…

               団塊の世代が75歳に▲ 　               団塊ジュニアの世代が65歳に▲

第７期計画 第８期計画
第９期計画

令和７（2025）年を視野に入れて取り組む計画

令和22（2040）年を視野に入れて取り組む計画

見直し

第１０期計画

見直し 見直し 見直し
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4. 他計画との関係（関連計画との整合性） 

 

本計画は、王寺町のまちづくりの方向性を示した「王寺町総合計画」を上位計画とし、「王寺

町地域福祉計画」をはじめ、「王寺町健康増進計画」や「王寺町障害者計画」「王寺町障害福祉

計画」等、高齢者福祉に関連する他計画との整合を図りながら策定したものです。 

 

【本計画の位置付け】 
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5. 計画の策定体制 

 

計画の策定にあたっては、高齢者ニーズを把握するため、65 歳以上の要介護認定を受けてい

ない人を対象とした「健康とくらしの調査」を実施しています。加えて、西和７町の共同で、在

宅で介護をしている家庭を対象とした「在宅介護実態調査」を実施しました。これらの調査から、

高齢者の状態や自立した生活をおくる上での課題、今後の意向等をより的確に把握し、介護離職

をなくしていくためにはどのようなサービスが必要かを検討する上での基礎資料としました。 

また、地域の福祉・医療等の各分野を代表する関係者で構成される「第９期王寺町介護保険事

業計画・高齢者福祉計画策定委員会」において、審議・検討を行い、広く町民の方々を対象とし

た「パブリックコメント」も実施した上で、計画策定を行っています。 

 

6. 第 9期計画の基本方針について 

厚労省 社会保障審議会介護保険部会（令和５（2023）年７月１０日）より 

 

１．介護サービス基盤の計画的な整備 

①地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サービス種別

の変更 など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介護サービス基

盤を計画的に確保していく必要 

・医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効率的かつ効果的

に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化が重要 

・中長期的なサービス需要の見込みをサービス提供事業者を含め、地域の関係者と共有し、

サービス基盤の整備の在り方を議論することが重要 

 

②在宅サービスの充実 

・居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機

能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更なる普及 

・居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービスの整備

を推進することが重要 

・居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設による在宅療
養支援の充実 

 

２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

①地域共生社会の実現 

・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るものであ

り、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、地域住民や多様

な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進する観点から、総合事業の充実を推進 

・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、重層的支援

体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うことも期待 
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・認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を深めることが重要 

②デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるための医療・

介護情報基盤を整備 

③保険者機能の強化 

・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化 

 

３．地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 

・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離職防

止、外国人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施 

・都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進。介護の経営の

協働化・大規模化により、人材や資源を有効に活用 

・介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進 
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第２章 王寺町の高齢者を取り巻く現状と課題 

１．人口の動態 

 

総人口 

人口構成 

令和５（2023）年９月末の人口をみると、王寺町の総人口は 23,876 人となっています。

男性は 40歳～44歳、女性は 70歳～74歳が最も多くなっています。70歳～74歳の層をみる

と、男性は 777人、女性は 941人となっています。 

 

※資料：住民基本台帳 令和５（2023）年９月末日現在 
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人口構成の推移 

人口の推移をみると、総人口は減少傾向にあり、令和５（2023）年では 23,876 人となっ

ています。 

高齢者人口は、令和５（2023）年で 6,958人と、平成 30（2018）年の 6,744人から 214人

増加しています。 

高齢化率も年々上昇し、令和５（2023）年では 29.1％となっています。また、総人口に占

める 75歳以上の割合は、令和５（2023）年で 16.3％となっています。 

 

 

※資料：住民基本台帳 各年９月末日現在 

  

単位：人

24,159 24,137 24,154 24,148 24,011 23,876

3,442 3,473 3,506 3,497 3,507 3,475

13,973 13,855 13,729 13,674 13,521 13,443

40歳～64歳 7,476 7,505 7,528 7,551 7,589 7,664

6,744 6,809 6,919 6,977 6,983 6,958

65歳～74歳（前期高齢者） 3,501 3,424 3,421 3,410 3,251 3,056

75歳以上（後期高齢者） 3,243 3,385 3,498 3,567 3,732 3,902

27.9% 28.2% 28.6% 28.9% 29.1% 29.1%

13.4% 14.0% 14.5% 14.8% 15.5% 16.3%

年少人口（0歳～14歳）

生産年齢人口（15歳～64歳）

高齢者人口（65歳以上）

高齢化率

総人口に占める75歳以上の割合

区分

第７期

総人口

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

第８期

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和5年
（2023年）

3,442 3,473 3,506 3,497 3,507 3,475

13,973 13,855 13,729 13,674 13,521 13,443

6,744 6,809 6,919 6,977 6,983 6,958

24,159 24,137 24,154 24,148 24,011 23,876

27.9% 28.2% 28.6% 28.9% 29.1% 29.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和2年

（2020年）

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）

令和5年

（2023年）

第７期 第８期

(人)

年少人口（0歳～14歳） 生産年齢人口（15歳～64歳） 高齢者人口（65歳以上） 高齢化率
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高齢者人口の推移 

① 高齢者人口の推移 

高齢者人口の推移をみると、前期高齢者は平成 30（2018）年以降減少傾向、後期高齢者は

増加傾向にあり、令和５（2023）年では前期高齢者が 3,056人、後期高齢者が 3,902人と、

平成 30（2018）年から前期高齢者 445人の減少、後期高齢者 659人の増加となっています。 

高齢者人口に占める前期高齢者、後期高齢者の割合は、令和２（2020）年に逆転していま

す。 

 

 

 

 

※資料：住民基本台帳 各年９月末日現在 

 

  

単位：人

6,744 6,809 6,919 6,977 6,983 6,958

65歳～74歳（前期高齢者） 3,501 3,424 3,421 3,410 3,251 3,056

75歳以上（後期高齢者） 3,243 3,385 3,498 3,567 3,732 3,902

51.9% 50.3% 49.4% 48.9% 46.6% 43.9%

48.1% 49.7% 50.6% 51.1% 53.4% 56.1%

平成30年
（2018年）

区分

第７期

高齢者人口に占める前期高齢者割合

高齢者人口に占める後期高齢者割合

第８期

高齢者人口（65歳以上）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

令和5年
（2023年）

3,501 3,424 3,421 3,410 3,251 3,056

3,243 3,385 3,498 3,567 3,732 3,902

6,744 6,809 6,919 6,977 6,983 6,958

51.9% 50.3%

49.4% 48.9%
46.6% 43.9%

48.1% 49.7%

50.6% 51.1% 53.4%
56.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和2年

（2020年）

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）

令和5年

（2023年）

第７期 第８期

(人)

65歳～74歳（前期高齢者） 75歳以上（後期高齢者） 前期高齢者割合 後期高齢者割合
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② 高齢化率の比較 

王寺町の高齢化率は、県と比べると低くなっている一方で、全国と比べると、やや高い水

準で推移していますが、年々差は縮まり、令和５（2023）年では、ほぼ同水準となっていま

す。 

 

 

※資料：町は住民基本台帳 各年９月末日現在 

奈良県、全国は総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

  

  

27.9% 28.2%
28.6% 28.9% 29.1% 29.1%

30.2%
30.7%

31.3%
31.7%

32.1%
32.5%

27.3%
27.7%

28.0%
28.4%

28.8%
29.2%

24.0%

25.0%

26.0%

27.0%

28.0%

29.0%

30.0%

31.0%

32.0%

33.0%

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和2年

（2020年）

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）

令和5年

（2023年）

第７期 第８期

王寺町 奈良県 全国
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③ 要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数の推移をみると、概ね増加傾向にありますが、令和５（2023）年

では 1,366 人と、前年よりやや減少しています。平成 30（2018）年の 1,255 人から比べる

と、令和５（2023）年では 111人増加しています。 

認定率も概ね増加傾向で推移し、令和５（2023）年では 19.4％となっています。 

 

 

 

 

※資料：厚労省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより） 各年９月末日現在 

※本指標の「認定率」は、第１号被保険者の認定者数を第１号被保険者数で除した数。 

  

単位：人

6,829 6,888 6,991 7,039 7,046 6,958

1,255 1,283 1,285 1,337 1,387 1,366

第1号被保険者 1,234 1,266 1,262 1,318 1,368 1,352

第2号被保険者 21 17 23 19 19 14

18.1% 18.4% 18.1% 18.7% 19.4% 19.4%

令和5年
（2023年）

第８期

要支援・要介護認定者数

区分

第７期

第1号被保険者数

認定率

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

6,829 6,888 6,991 7,039 7,046 6,958

1,255 1,283 1,285 1,337 1,387 1,366

18.1% 18.4% 18.1%
18.7%

19.4% 19.4%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和2年

（2020年）

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）

令和5年

（2023年）

第７期 第８期

(人)

第1号被保険者数 要支援・要介護認定者数 認定率
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④ 要支援・要介護認定者の内訳の推移 

要支援・要介護認定者の内訳の推移をみると、増減はあるものの、要支援１、要介護１で

は概ね減少傾向、要支援２、要介護２から要介護４では概ね増加傾向、要介護５では同水準

での推移となっています。特に、要支援２は令和５（2023）年で 313人と、平成 30（2018）

年から 137人増加しています。 

 

 

 

※資料：厚労省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより） 各年９月末日現在 

  

単位：人

1,255 1,283 1,285 1,337 1,387 1,366

要支援1 166 160 151 160 155 141

要支援2 176 194 211 262 299 313

要介護1 274 286 284 268 279 205

要介護2 258 252 246 255 260 280

要介護3 159 166 169 169 177 188

要介護4 137 141 140 136 123 154

要介護5 85 84 84 87 94 85

要支援・要介護認定者数

区分 令和5年
（2023年）

令和4年
（2022年）

第７期 第８期

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

166 160 151 160 155 141

176 194 211 262 299 313

274 286 284
268 279 205

258 252 246 255 260
280

159 166 169
169

177 188
137 141 140

136 123 15485 84 84
87 94 851,255 1,283 1,285

1,337
1,387 1,366

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和2年

（2020年）

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）

令和5年

（2023年）

第７期 第８期

(人)

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 系列3
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⑤ 認定率の比較 

王寺町の認定率は、全国、県より高い水準で推移していますが、年々減少傾向にあり、令

和４（2022）年では県とほぼ同水準で推移しています。 

 

※資料：厚労省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより） 各年３月末日現在 

※性・年齢構成を考慮しない調整済認定率を使用。計算に用いる標準的な人口構造は平成 27（2015）年１月１日時

点の全国平均の構成。 

  

18.7%

18.3%
17.7%

17.4% 17.1%

17.5% 17.5%

17.5%

17.4%

17.0%
17.2% 17.1%

17.0% 17.0%

16.6%

15.5%

16.0%

16.5%

17.0%

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和2年

（2020年）

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）

第７期 第８期

王寺町 奈良県 全国
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⑥ 認知症高齢者数の推移 

認知症高齢者数の推移をみると、増加傾向にあり、令和４（2022）年では 1,159人と、平

成 30（2018）年の 931人から 228人増加しています。 

認定者に占める認知症高齢者割合は増加傾向で推移し、令和４（2022）年では 71.5％とな

っています。 

 

 

※資料：厚生労働省「介護保険総合データベース」 各年 10月末日現在 

※本指標の「認知症自立度」は、認定調査と主治医意見書に基づき、介護認定審査会において最終的に決定された

認知症高齢者の日常生活自立度を指す。 

※「認知症高齢者の日常生活自立度」の判定基準（厚生労働省） 

 Ⅰ ：何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している 

 Ⅱ ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる 

 Ⅱa：家庭外で上記Ⅱの状態が見られる 

 Ⅱb：家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる 

 Ⅲ ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする 

 Ⅲa：日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる 

 Ⅲb：夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる 

 Ⅳ ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする 

 Ｍ ：著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする  

単位：人
第８期

1,426 1,460 1,483 1,622 1,620

自立 495 494 472 499 461

Ⅰ 266 285 295 277 312

Ⅱａ 100 112 134 166 176

Ⅱｂ 290 277 269 319 335

Ⅲa 155 161 185 224 215

Ⅲb 38 44 46 48 43

Ⅳ 73 72 71 77 73

Ｍ 9 15 11 12 5

931 966 1,011 1,123 1,159

65.3% 66.2% 68.2% 69.2% 71.5%認定者に占める認知症高齢者割合

第７期

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

要支援・要介護認定者数

区分

認知症自立度Ⅰ以上認定者数

266 285 295 277 312

100 112 134 166 176
290 277 269 319

335
155 161 185

224
215

38 44 46
48

43

73 72 71

77
73

9 15 11
12

5

931 966 1,011
1,123 1,159

65.3% 66.2% 68.2% 69.2% 71.5%
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（2022年）

第７期 第８期

(人)

Ⅰ Ⅱａ Ⅱｂ Ⅲa Ⅲb Ⅳ Ｍ 認定者に占める認知症高齢者割合
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⑦ 障害高齢者数の推移 

障害自立度 A以上の高齢者数の推移をみると増加傾向にあり、令和４（2022）年では 1,253

人と、平成 30（2018）年の 1,092人から 161人増加しています。内訳をみると、増減はある

ものの、障害自立度 J2～C1で概ね増加しています。 

認定者に占める障害自立度 A以上の高齢者割合は横ばいで推移し、令和４（2022）年では

77.3％となっています。 

 

 

 

※資料：厚生労働省「介護保険総合データベース」 各年 10月末日現在 

※本指標の「障害自立度」は、認定調査と主治医意見書に基づき、介護認定審査会において最終的に決定された障

害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）を指す。 

  

単位：人
第８期

1,426 1,460 1,483 1,622 1,620

自立 9 7 4 8 8

Ｊ1 71 67 49 48 40

Ｊ2 254 271 314 333 319

Ａ1 352 378 349 368 392

Ａ2 274 247 291 331 331

B1 141 149 135 166 175

B2 170 208 212 230 207

C1 44 47 43 47 49

C2 111 86 86 91 99

1,092 1,115 1,116 1,233 1,253

76.6% 76.4% 75.3% 76.0% 77.3%

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

要支援・要介護認定者数

障害自立度A以上認定者数

認定者に占める障害高齢者割合

区分

第７期

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

352 378 349 368 392

274 247 291 331 331
141 149 135

166 175170 208 212
230 20744 47 43

47 49
111

86 86 91 99
1,092 1,115 1,116

1,233 1,253

76.6% 76.4% 75.3% 76.0% 77.3%
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第７期 第８期

(人)

Ａ1 Ａ2 B1 B2 C1 C2 認定者に占める障害高齢者割合



 17 

※障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）（厚生労働省） 

生
活
自
立 

ランク 

Ｊ 

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 

１.交通機関等を利用して外出する 

２.隣近所へなら外出する 

準
寝
た
き
り 

ランク 

Ａ 

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 

１.介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 

２.外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている 

寝
た
き
り 

ランク 

Ｂ 

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 

１.車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 

２.介助により車いすに移乗する 

ランク 

Ｃ 

日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 

１.自力で寝返りをうつ 

２.自力では寝返りもうてない 
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将来推計 

①人口構成の推移 

将来人口の推計をみると、総人口は減少傾向となり、令和８（2026）年では 23,592人と、

令和６（2024）年の 23,790 人から 198 人減少する見込みとなっています。その後も減少は

続き、令和 12（2030）年では 23,107人、令和 17（2035）年では 22,307人、令和 22（2040）

年では 21,380人となっています。 

高齢者人口については、令和 17（2035）年までは減少しますが、それ以降増加傾向となる

見込みとなっています。 

高齢化率については横ばいで推移したあと増加に転じ、令和 22（2040）年では 32.0％と

なる見込みです。 

 

 

 

※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計。令和 12（2030）年以降、国立社会保障・人口問題

研究所「日本の地域別将来推計人口」（各年 10月現在） 

※「コーホート変化率法」は、同年に出生した集団（コーホート）の過去における実績人口の変化率に基づき将来

人口を推計する方法。  

単位：人
第11期 第12期 第14期

23,790 23,696 23,592 23,107 22,307 21,380

3,453 3,435 3,378 3,029 2,698 2,562

13,342 13,274 13,260 13,180 12,837 11,971

40歳～64歳 7,686 7,720 7,801 7,713 7,374 6,680

6,995 6,987 6,954 6,898 6,772 6,847

65歳～74歳（前期高齢者） 2,924 2,814 2,690 2,533 2,610 2,963

75歳以上（後期高齢者） 4,071 4,173 4,264 4,365 4,162 3,884

29.4% 29.5% 29.5% 29.9% 30.4% 32.0%

17.1% 17.6% 18.1% 18.9% 18.7% 18.2%

高齢者人口（65歳以上）

高齢化率

総人口に占める75歳以上の割合

生産年齢人口（15歳～64歳）

令和6年
（2024年）

令和7年
（2025年）

令和8年
（2026年）

・・・令和22年
（2040年）

・・・令和17年
（2035年）

・・・令和12年
（2030年）

区分

第9期

総人口

年少人口（0歳～14歳）

3,453 3,435 3,378 3,029 2,698 2,562

13,342 13,274 13,260 13,180 12,837 11,971

6,995 6,987 6,954 6,898 6,772 6,847

23,790 23,696 23,592 23,107 22,307 21,380

29.4% 29.5% 29.5% 29.9% 30.4%
32.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%
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令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

第9期 ・・・ 第11期 ・・・ 第12期 ・・・ 第14期

(人)

年少人口（0歳～14歳） 生産年齢人口（15歳～64歳） 高齢者人口（65歳以上） 高齢化率
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② 高齢者人口の推移 

高齢者人口の推移をみると、前期高齢者は令和 12（2030）年まで減少傾向、以降増加し、

令和 22（2040）年では 2,963 人となっています。後期高齢者は令和 12（2030）年まで増加

傾向、以降減少し、令和 22（2040）年では 3,884人となっています。 

高齢者人口に占める前期高齢者、後期高齢者の割合は、令和 12（2030）年まで差が開き続

け、以降は令和 22（2040）年まで差が縮まりながら推移する見込みとなっています。 

 

 

 

※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計 

令和 22（2040）年のみ国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

  

単位：人
第11期 第12期 第14期

6,995 6,987 6,954 6,898 6,772 6,847

65歳～74歳（前期高齢者） 2,924 2,814 2,690 2,533 2,610 2,963

75歳以上（後期高齢者） 4,071 4,173 4,264 4,365 4,162 3,884

41.8% 40.3% 38.7% 36.7% 38.5% 43.3%

58.2% 59.7% 61.3% 63.3% 61.5% 56.7%

高齢者人口（65歳以上）

前期高齢者割合

後期高齢者割合

区分 令和6年
（2024年）

令和7年
（2025年）

令和8年
（2026年）

・・・令和22年
（2040年）

・・・令和17年
（2035年）

・・・令和12年
（2030年）

第9期

2,924 2,814 2,690 2,533 2,610 2,963

4,071 4,173 4,264 4,365 4,162 3,884

6,995 6,987 6,954 6,898 6,772 6,847

41.8% 40.3% 38.7% 36.7% 38.5%
43.3%

58.2% 59.7% 61.3% 63.3% 61.5%
56.7%
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（2026年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

第9期 ・・・ 第11期 ・・・ 第12期 ・・・ 第14期

(人)

65歳～74歳（前期高齢者） 75歳以上（後期高齢者） 前期高齢者割合 後期高齢者割合
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③ 要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数の推計をみると、概ね増加傾向となり、令和８（2026）年では 1,479

人と、令和６（2024）年の 1,403 人から 76 人増加する見込みとなっています。その後も増

加は続き、令和 17（2035）年では 1,728人となっていますが、令和 22（2040）年では 1,697

人と、やや減少する見込みです。 

認定率は、令和８（2026）年では 21.1％、令和 22（2040）年では 24.6％となる見込みで

す。 

 

 

 

※資料：将来推計人口及び厚労省「介護保険事業状況報告」令和２（2020）年９月月報をもとに、地域包括ケア「見

える化」システムで推計 

※現時点では、令和６（2024）年は令和５（2023）年と令和７（2025）年の中間値としている。 

  

単位：人
第11期 第12期 第14期

6,995 6,987 6,954 6,898 6,772 6,847

1,403 1,441 1,479 1,627 1,728 1,697

第1号被保険者 1,389 1,427 1,465 1,613 1,714 1,683

第2号被保険者 14 14 14 14 14 14

19.9% 20.4% 21.1% 23.4% 25.3% 24.6%

・・・

認定率

令和12年
（2030年）

区分

第9期

第１号被保険者数

要支援・要介護認定者数

令和6年
（2024年）

令和7年
（2025年）

令和8年
（2026年）

・・・ ・・・令和17年
（2035年）

令和22年
（2040年）

6,995 6,987 6,954 6,898 6,772 6,847

1,403 1,441 1,479 1,627 1,728 1,697

19.9% 20.4% 21.1%
23.4%

25.3% 24.6%
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25.0%

30.0%
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（2024年）
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（2026年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

第9期 ・・・ 第11期 ・・・ 第12期 ・・・ 第14期

(人)

第１号被保険者数 要支援・要介護認定者数 認定率
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④要支援・要介護認定者の内訳の推計 

要支援・要介護認定者の内訳の推計をみると、いずれの要介護度でも増加傾向にあります。 

 

 

 

※資料：将来推計人口及び厚労省「介護保険事業状況報告」令和２（2020）年９月月報をもとに、地域包括ケア「見

える化」システムで推計 

※現時点では、令和６（2024）年は令和５（2023）年と令和７（2025）年の中間値としている。 

  

単位：人
第11期 第12期 第14期

1,403 1,441 1,479 1,627 1,728 1,697

要支援１ 144 147 149 163 164 153

要支援２ 320 327 333 365 379 360

要介護１ 212 218 224 250 270 265

要介護２ 288 295 304 335 359 352

要介護３ 194 200 209 230 255 263

要介護４ 158 164 169 184 195 198

要介護５ 87 90 91 100 106 106

区分 令和6年
（2024年）

令和7年
（2025年）

令和8年
（2026年）

令和12年
（2030年）

第9期

要支援・要介護認定者数

・・・ ・・・ ・・・令和17年
（2035年）

令和22年
（2040年）

144 147 149 163 164 153

320 327 333 365 379 360

212 218 224 250 270 265

288 295 304
335 359 352

194 200 209
230

255 263158 164 169
184

195 198
87 90

91
100

106 106
1,403 1,441 1,479

1,627
1,728 1,697

0
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1,200
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令和6年

（2024年）

令和7年

（2025年）

令和8年

（2026年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

第9期 ・・・ 第11期 ・・・ 第12期 ・・・ 第14期

(人)

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 系列3
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２．アンケート調査結果 

 

高齢者の生活機能の状況把握と課題 

① 調査目的 

本調査では、健康状態や介護保険事業・高齢者福祉に対する意見などの実態を調査し、効

果的な介護予防施策の立案と効果評価のため、また、「第９期王寺町介護保険事業計画及び

高齢者福祉計画」策定にあたり、計画策定における基礎的な資料を作成するために実施しま

した。 

 

② 調査対象・調査方法・回答状況 

 

 王寺町 全国（75 市町村） 

名称 健康とくらしの調査 

目的 
日常生活の様子や健康状態、介護の状況などを質問し、高齢者の実態やニーズを把握し、 

計画策定の基礎資料とする。 

対象者 
65 歳以上の高齢者のうち 調査実施直前で 65 歳以上のもの 

一般高齢者、要支援 1・2 及び事業対象者 75 市町村（66 保険者） 

対象者数 1,199 人 338,242 人 

対象地区 各地区無作為抽出 全数調査または抽出調査 

調査方法 郵送配布・回収 郵送法、一部訪問調査 

調査期間 令和 4 年 11 月 7 日～令和 4 年 11 月 28 日 令和 4 年 11 月 7 日～令和 4 年 12 月 26 日 

回収数 842 227,731 

回収率 70.2％ 67.3％ 
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③ 幸福感 

幸福感がある方（8/10点以上）の割合は 52.5％となっています。 

 

 

④ 友人・知人と会う頻度 

友人・知人と会う頻度が高い方（月１回以上）の割合は 69.2％となっています。 

 

 

⑤ 認知症の相談先の認知度 

認知症の相談先の認知度について、『知っている』（「よく知っている」、「ある程度知って

いる」、「聞いたことはある」の合計）は 36.6％となっています。 

 

 

⑥ 社会参加 

グループやサークルに月１回以上参加している方の割合は、スポーツ関係のグループやク

ラブが 34.5％、趣味関係のグループが 33.8％、ボランティアのグループが 15.3％、学習・

教養サークルが 14.7％となっています。 
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●スポーツ関係のグループやクラブ （月1回以上）

33.8 
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(%)●趣味関係のグループ（月1回以上）

15.3 
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n=831

(%)
●ボランティアのグループ（月1回以上）

14.7 

0 20 40 60 80 100

n=831

(%)●学習・教養サークル（月1回以上）



 24 

⑦ 全国 75市町村との比較結果から見える王寺町の特徴 

王寺町の健康関連指標での強みは、「残歯数 19 本以下」、「認知機能低下」、「IADL 低下」、

「閉じこもり」、「うつ」、「認知症リスク」、「フレイル」「知的能動性低下」の該当者が少な

く、「主観的健康感が良い者」、「幸福感がある者」が多いことでした。社会参加・交流関連指

標での強みは、「ソーシャルキャピタル得点(社会参加)」が高く、「グループ活動への参加意

向」、「情緒的サポート提供」の割合が高いことでした。建造環境関連指標では「図書館利用」

の割合が高いことも強みとなっていました。 

 

〈王寺町の特徴・強みと考えられる指標〉 

 

 

  

85.8

30.6

29.9

88.0
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34.3
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55.9
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25.6
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ソーシャル・キャピタル得点（社会参加）

残歯数19本以下の者の割合

認知機能低下者割合（基本チェックリスト）

主観的健康感が良い者の割合

グループ活動へ参加意向がある者の割合

IADL（自立度）低下者（1項目以上）割合

閉じこもり者割合

孤食者割合

うつ割合（GDS5点以上）

情緒的（心配事や愚痴）サポート提供者割合

認知症リスク者（7点以上）割合

通いの場参加者（月1回以上）割合

図書館を利用する割合

フレイルあり割合（基本チェックリスト８項目以上）

知的能動性低下者割合

幸福感がある者（8/10点以上）の割合

（％）王寺町 平均 順位
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一方で健康関連指標での課題は「低栄養」「BMI18.5未満」の該当者が多いことでした。 

これらの結果から、王寺町においては引き続き、外出支援を推進しバラエティーに富んだ

社会参加創出の機会を増やしていくことが重要であると考えられます。 

また、「図書館利用」の割合が多いことや、図書館の利用者は「認知機能低下」「うつ」の

該当割合が少ない結果が観測されたことから、趣味や社会参加に関連する強みを生かした取

組を推進することで健康関連指標の維持・改善につながることが考えられます。 

 

〈王寺町の課題と考えられる指標〉 
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在宅介護実態調査の結果と課題 

① 調査目的 

本調査は、第９期王寺町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定のため、「家族の介護

離職を防ぐためにはどのようなサービスが必要か」、「高齢者が安心して自宅での生活を続け

ること」と「家族など介護者の方が仕事を続けること」の実現に向けた介護サービスの在り

方を検討することを目的として実施しました。 

 

② 調査対象・調査方法・回収数 

 

名称 在宅介護実態調査 

対象者 西和７町に居住する要介護認定者（要介護 1～5 の認定を受けた方） 

調査方法 介護認定調査後に同意を得て本調査を実施 

調査期間 令和 4 年 12 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 

回収数 
903 人 

※分析に有効なサンプル数を多数得るため、西和７町の共同調査による方式で実施 

 

③ 主な介護者の勤務形態 

「働いていない」が 50.1％で最も多く、次いで、「フルタイム勤務」が 27.6％、「パート

タイム勤務」が 15.4％となっています。 

 

〈主な介護者別〉 

 

〈主な介護者の年代別〉 

  

27.6% 15.4% 50.1%

2.5% 4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=775)

フルタイム勤務 パートタイム勤務 働いていない

わからない 無回答 系列6

7.2%

7.1%

56.4%

81.6%

67.0%

33.2%

5.8%

24.1%

5.6%

3.4%

0.0%

0.5%

1.4%

0.9%

2.4%

0.5%

0.9%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイム勤務(n=207)

パートタイム勤務(n=112)

働いていない(n=376)

配偶者 子 子の配偶者 孫 兄弟・姉妹 その他 系列7

3.9%

0.9%

2.9%

14.8%

9.1%

3.5%

50.2%

43.6%

12.0%

25.6%

40.0%

21.3%

3.9%

6.4%

29.5%

1.5%

0.0%

30.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイム勤務(n=203)

パートタイム勤務(n=110)

働いていない(n=376)

40歳未満 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 系列7
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④ 施設入所等の検討状況 

施設等への入所・入居を「検討中」「申請済み」をあわせた“入所・入居意向あり”の人の

割合は 20.2％となっています。 

要介護度別にみると、要介護３以上では３人に１人以上が“入所・入居意向あり”と回答

しています。 

 
〈要介護度別〉 

 

⑤ 介護者の就労継続見込み 

訪問系の利用がない人では、「続けていくのは、やや難しい」「続けていくのは、かなり難

しい」をあわせた“続けていくのが難しい”割合が高くなっており、約４人に１人がそのよ

うに感じています。訪問系サービスの利用により介護者の負担が軽減でき、就労継続がしや

すくなる可能性が考えられます。 

 

〈サービス組合せでみた就労継続見込み（要介護２以上、フルタイム＆パートタイム勤務者）〉 
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合計(n=903)

検討していない 検討中 申請済み 無回答 系列5
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24.9%

1.9%

2.6%

7.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１・２(n=310)

要介護１・２(n=347)

要介護３以上(n=185)

検討していない 検討中 申請済み 系列4

26.9%

19.1%

53.7%

55.9%

7.5%

13.2%

1.5%

10.3%

10.4%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問系利用あり(n=67)

訪問系利用なし(n=68)

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

わからない 系列6



 28 

⑥ 就労の継続に向けて効果的であると考えられる勤め先からの支援 

就労の継続に向けて効果的な支援として、労働時間・休暇の調整や経済的な支援が挙げら

れますが、一方で労働時間を調整していても就労の継続が難しい人も多くなっています。 

 

〈就労継続見込み別働き方の調整の有無〉 
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介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」

を取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、

働いている

介護のために、2～4以外の調整をしながら、

働いている

わからない

問題なく、続けていける(n=101)

問題はあるが、何とか続けていける(n=126)

続けていくのは「やや＋かなり難しい」(n=35)
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⑦ 利用している介護保険以外の支援サービス 

「外出同行（通院、買い物など）」「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」について、現

在利用している人は少ないですが、在宅生活の継続に必要であると感じている人は多くなっ

ています。 

〈利用している介護保険以外の支援サービス〉 

 

〈必要と感じているサービス〉 

 

  

11.6%

3.3%

5.2%

4.0%

5.8%

3.9%

7.2%

4.8%

1.9%

4.0%

62.0%

8.4%

0% 20% 40% 60% 80%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉    等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

無回答

合計(n=903)

10.4%

10.6%

12.5%

11.4%

10.5%

18.1%

25.5%

12.1%

4.9%

5.8%

36.3%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉    等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

合計(n=903)
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⑧ 主な介護者が行っている介護、不安に思っている介護 

主な介護者が不安に思っている介護は「外出の付き添い、送迎等」「認知症状への対応」

「入浴・洗身」が多くなっています。「外出の付き添い、送迎等」については、現在行ってい

る人が多いものの、不安に感じている人も多くなっています。これらの介護不安の軽減が在

宅生活継続の限界点の向上に向けたポイントになると考えられます。 

 

〈主な介護者が行っている介護〉 

 

〈主な介護者が不安に思っている介護〉 

 

 

  

13.6%

14.0%

2.8%

14.6%

2.6%

3.4%

13.3%

21.2%

5.8%

19.4%

2.7%

8.5%

11.0%

5.0%

4.7%

9.1%

7.6%

19.3%

0% 10% 20% 30%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計(n=773)

13.6%

14.0%

2.8%

14.6%

2.6%

3.4%

13.3%

21.2%

5.8%

19.4%

2.7%

8.5%

11.0%

5.0%

4.7%

9.1%

7.6%

19.3%

0% 10% 20% 30%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計(n=773)
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3.地域包括ケア「見える化システム」を活用した地域分析 

 

認定率等の状況 

王寺町では、介護保険制度に関するきめ細やかでわかりやすい情報提供を行い、介護保険サー

ビスが適切な時期に適切な量が必要な方に提供されるように取り組んでいます。そのため、王寺

町の高齢化率は、県・全国・近隣町に比べて低いにも関わらず、認定率については、国より高く

県より低くなっています。 

現在、高齢者に占める後期高齢者の割合は５割程度ですが、令和８（2026）年には６割程度に

なる推計となっています。このことから前期高齢者のうちから、高齢者の健康特性を加味した介

護予防の推進と参加促進を行い、今後も王寺町の健康づくりに努めることが重要です。 

 

サービスの受給状況 

■施設・居住系サービス 

王寺町の施設サービスの受給率を見みると、全国・県に比べ低くなっています。第６期介護保

険事業計画において特別養護老人ホームの施設サービスの拡充を行ったことにより需要が満た

されたと考えます。また、居住系サービスの受給率をみると、全国・県に比べ高くなっています。

これは、第７期介護保険事業計画において第二の住宅としての介護付有料老人ホームの拡充を

図ってきたためです。今後は、後期高齢者の増加に伴い重度者が増え、サービスの受給率はさら

に高まると予想されますが、今後の施設・居住系サービスの利用状況を検証し、適切な時期を見

極めてサービスの充実を図っていくことが求められます。 

 

■在宅サービス 

在宅サービスにおける受給者１人あたり給付月額は、県・全国と比べて低い結果となっていま

す。本計画の掲げる基本目標「住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるまち」の実現のた

めには、在宅サービスの拡充も重要です。特に、リハビリテーションサービスは今後ますます重

要性が高まるため、在宅でのリハビリテーションの拡充が必要です。さらに、訪問介護、訪問看

護などの在宅サービスを適切に利用することで、質の高い在宅サービスの提供が求められます。

そのためには、ケアマネジメントやサービスの選択が適切に行われることも重要です。これらを

踏まえ、介護従事者の質の向上、ケアマネジメントの質の向上、地域リハビリテーションの推進

を図る施策が求められます。 

  

◆施設サービス・・・・・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・介護医療施設 

◆居住系サービス・・・特定施設生活介護（有料老人ホーム） 

◆在宅サービス・・・・・訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導料・ 

通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・福祉用具貸与・特定福祉用具販売・ 

住宅改修・短期入所介護・認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 
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4.第８期計画の取組状況と課題 

第８期計画の取組状況 

第８期計画において、主要施策の数値目標を設定しました。 

１ 継続的な地域包括ケアシステムの推進 

判定の凡例…◎＝目標達成、〇＝改善傾向、△＝不変（±1％）、✕＝未達成 

（１）地域包括支援センターにおけるネットワークの強化【ネットワークの整備】、（５）高齢者の権利を守る【成年後見制  

  評価項目 
数値目標 

2023年度 

結果 

  項目 
第８期計画 

策定時の数値 
現在の数値 判定 

（２）在宅介護サービス・生活 

支援サービスの充実 

【在宅重視の体制整備】 

在宅で介護サービスを 

受ける割合 

56.9％ 

↓ 

64.6％ 

令和元年度 

向上 
63.0% 

令和４年度 
× 

在宅における死亡率 
20.6％ 

平成 29年度 
向上 

23.3% 

令和３年度 
◎ 

（３）在宅医療・介護連携の推進 

【一体的な提供体制】 

入院時の情報 

提供率（全病院） 

84.6％ 

令和元年度 
100% 

87.5% 

令和４年度 
〇 

退院調整率 

（西和地域６病院） 

78.5% 

令和元年度 
100% 

80.6% 

令和４年度 
〇 

（４）認知症施策の推進 

【見守り体制の強化】 

認知症サポーター 

養成数 

84人 

令和元年度 
増加 

84人（＋０人） 

令和４年度 
× 

「見守りねっと」 

協力事業者数 

41事業者 

令和元年度 

60 

事業者 

53事業者 

（＋12事業者） 

令和４年度 

〇 

（６）安全・安心な 

生活支援体制の構築 

【防災・防犯体制の推進】 

災害時のケアプラン 

作成数 
― 増加 

0人 

令和４年度 
△ 
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と課題 

計画の進捗状況は以下の通りです。 

 

 

度の推進】については、数値目標の設定なし。  

左記結果に至った要因及び改善への方向性 

出典 
目標に達しなかった要因 改善に向けての方向性 

・在宅利用率は、令和元年度 64.6％から令和 

４年度 63.0％と 1.6ポイント低下している。 

・施設利用率も令和元年度 23.2％から令和４年 

度 15.8％と 7.4 ポイント低下している。 

・在宅利用率の低下の要因は、施設利用率の上昇 

で はなく、未利用率の増加（令和元年度 12.2％か 

ら令和４年度 21.2％と９ポイント上昇）である。 

 

（参考）サービス事業所数は２か所増（訪看） 

・重度化を予防するためのケアプラン点

検の強化を行う。具体的には、生活環境作

りとして、住宅改修による手すりの取り付

け、歩行器や車椅子などの貸与、リハビリ

やデイサービスなど、より重要視したケア

プランの作成支援を行う。 

・利用者がサービスの必要性を理解でき

るように元気なうちから、利用者の予防意

識を高めるため介護予防教室等で啓発し

ていく。 

介護保険事業状

況報告 

― 地域包括ケアシステムを推進していく。 人口動態統計 

― 

・西和７町圏域で統一した入退院調整ル

ールをもって情報提供しており、更に徹底

を図る。 

西和地域 7 町の

入退院状況報告 

― 

・西和７町圏域で統一した入退院調整ル

ールをもって医療機関と介護サービス事

業所と連携しており、更に徹底を図る。 

西和地域 7 町の

入退院状況報告 

・コロナ禍のため認知症サポーター養成講座の開催

を自粛していたため。 
・認知症サポーター養成講座を再開する。 

王寺町「主要施

策の成果に関す

る報告書」 

・コロナ禍のため、事業者に対し、事業の周知を図る

説明会の開催を自粛していたため。但し、町ＨＰを見

て協力を申出される事業者があったことから、 

１２事業者増。 

・事業者を対象に、事業の周知を図る説明

会を再開する。協力事業者のスタッフ対象

に認知症サポーター養成講座等開催する。 

王寺町「主要施

策の成果に関す

る報告書」 

・個別避難計画作成時にケアマネジャーが参加し 

た件数は０件。 

・参考までに、障害者や要介護３以上、一人暮ら 

し高齢者のうち、自治会により個別避難計画が作成さ

れた人数は、830人中 124人。（14.9％）  

・避難行動要支援者のうち、家族等の避難

支援が得られない方や家族だけでは避難

が困難な方に対し、福祉専門職の参加を呼

びかけ、本人やその家族、必要に応じ地域

住民を交えて避難のタイミングや移送手

段、避難場所など、一連の活動を想定した

避難計画を作成する。 
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第８期計画の取組状況 

第８期計画において、主要施策の数値目標を設定しました。 

２ 介護保険制度の健全な運営と介護人材の確保 

 

 

  

  評価項目 
数値目標 

2023年度 

結果 

  項目 
第８期計画 

策定時の数値 
現在の数値 判定 

（１）介護保険制度の安定した運営 

【施設の利用状況の検証】 
特養待機者数 

19人 

令和元年度 
０人 

22人 

令和４年度 
× 

（２）介護サービスの質の向上と 

介護人材確保 

【介護人材の育成と確保】 

町内介護職員の 

離職率 

8％ 

調査年度 

令和２年度 

回答事業所 

24/28 

減少 

22％ 

調査年度 

令和４年度 

回答事業所 

26/28 

× 

町内介護職員の 

研修会開催 
― ２回 

１回 

令和４年度 
〇 
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と課題 

計画の進捗状況は以下の通りです。 

 

 

 

  

左記結果に至った要因及び改善への方向性 

出典 
目標に達しなかった要因 改善に向けた方向性 

・待機者を介護度別で比べた場合、 

 要介護３（11 人→９人）、要介護４（４人→

７人）、要介護５（４人→６人）となっており、

待機者が重度化していることが分かる。  

・施設判断による入所の必要性が高い人は、令

和元年度５人、令和４年度４人と減っている。 

・特養待機理由は不明だが、希望する施設に空

きがなかった可能性はある。 

・重度化を防ぐよう在宅サービスの充実を図っ

ていく。 
県報告 

・離職率は、入所系施設では 32％（主な理由：

コロナにより業務多忙）、居宅系においては

22％となっている。 

 

・他の事業所が実施している人材確保策を知る

ための情報交換会（王寺町介護サービス関係機

関連絡協議会「With」、多職種連絡会の活用）を

実施。なお、介護職員の資格取得支援として、

介護初任者研修受講費の助成事業を実施した

が、令和４年度は実績なし。令和５年度の状況

をみながら、現事業の必要性、新事業を検討し

ていく。 

・他の事業所が実施している人材確保策を知る

ための情報交換会（王寺町介護サービス関係機

関連絡協議会「With」、多職種連絡会の活用）を

実施。なお、介護職員の資格取得支援として、

介護初任者研修受講費の助成事業を実施した

が、令和４年度は実績なし。令和５年度の状況

をみながら、現事業の必要性、新事業を検討し

ていく。 

町内介護事業

所状況調査 

コロナ禍のため、開催回数を当初計画の２回から

１回に変更したため。 

・令和５年度には研修（人材育成）を３回実施予

定。 

（研修内容：認知症高齢者、精神疾患を伴う方へ

の対応方法） 

福祉介護課 



 36 

 

第８期計画の取組状況 

第８期計画において、主要施策の数値目標を設定しました。 

３ 高齢者の健康寿命の延伸と生きがいづくりの推進 

 

 

  

  評価項目 
数値目標 

2023年度 

結果 

  項目 
第８期計画 

策定時の数値 
現在の数値 判定 

（１）健康づくり・介護予防の推進 

【健康寿命の延伸】 
健康寿命 

男：19.14年

（3位） 

女：20.96年

（18位） 

平成 29年度 

奈良県一 

男：18.65年

（15位） 

女：20.92年

（19位） 

令和２年度 

× 

（２）介護予防・自立支援・重度化 

防止の推進 

【効果的な介護予防】 

専門職が行う体操 

教室等への参加人

数 

2,034人 

令和元年度 
増加 

896人 

令和４年度 
× 

（３）生きがいづくり・社会参加 

の促進 

【社会参加の推進】 

サロン活動拠点 
17か所 

令和元年度 
30か所 

18か所 

（＋１か所） 

令和４年度 

〇 



 37 

 

と課題 

計画の進捗状況は以下の通りです。 

 

 

  

左記結果に至った要因及び改善への方向性 

出典 
目標に達しなかった要因 改善に向けた方向性 

・コロナ禍で外出の機会が減って運動量が落

ち、生活が不活性な状態が長期化したことが影

響していると思われる。 

・町直営の健康ステーションの運営を開始し、

引き続き「おでかけ健康法」や活動量計を利用

した「歩く健康づくり」を推進する。健康ステ

ーションや健康サロン等で、自宅や日常生活で

簡単に取り組むことができる運動を紹介する

など支援する。 

王寺町「主要

施策の成果に

関 す る 報 告

書」 

・コロナ禍のため、教室開催の自粛または、定

員を少なくして開催したため。 

・今後は開催回数や定員数をコロナ禍前に戻

すとともに、コロナ禍のため、開催を見送って

いた、だるま苑での新しい教室を開催する。（協

議中） 

王寺町「主要

施策の成果に

関 す る 報 告

書」 

― 
・安定したサロン経営のために必要な担い手

の発掘や育成を行っていく。 

王寺町「主要

施策の成果に

関 す る 報 告

書」 
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１ 継続的な地域包括ケアシステムの推進 

(１) 地域包括支援センターにおけるネットワークの強化 【ネットワークの整備】 

① 地域包括支援センターを中心とした地域や関係機関等とのネットワークの整備と強化 

総合相談窓口の充実 

継続的な地域包括システムの推進においては、地域や各関係機関等とのネットワークの整備と強化が

必要です。 

引き続き、地域包括支援センターを中心としたネットワークの整備と強化を図っていき、特別養護老人

ホーム内に設置した地域包括支援センターの機能や町内２か所の在宅介護支援センターとともに、随時、

総合相談を行っていく必要があります。高齢者が抱える多様な課題の解決に向けて強化したネットワー

クを活用しながら高いマネジメント力を発揮し、高齢者とその家族に対して、より一層の支援の充実を

図る必要があります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

総合相談件数（件） 
実績 

（見込み） 
248 197 336 

委託相談件数（件） 
実績 

（見込み） 
62 43 38 

※令和５年度の実績値は見込み値の場合があります。（以下同様） 

 

② 地域ケア会議の推進 

多職種による連絡会、地域ケア会議等の充実 

多職種の関係機関による連絡会や地域ケア会議等を通じて、情報共有や個人、地域の課題を解決し、新

たな社会資源の開発に向けて検討しました。また、多職種のさらなる連携強化と地域ネットワークを活

かした支援に努めました。 

リハビリ職も加わった地域ケア会議を推進し、自立支援、重度化防止の観点からサービス利用を検討

する取組の強化に努めてきました。地域ケア会議等を通じて、地域の課題抽出や課題に向けた取組の検

討を行っていく必要があります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

地域ケア会議開催回数（回） 
実績 

（見込み） 
50 39 48 

連絡会開催回数 （回） 
実績 

（見込み） 
3 3 3 
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③ 介護サービス関係機関等における感染症・災害対策の整備 

相互応援活動体制の構築 

令和２年度末より、コロナ対策を中心とした町内介護サービス関係機関連携協議会「With」が発足し、

随時情報が交換できる仕組みを作りました。このように、町内介護サービス事業所や施設等の関係づく

りを推進することで、相互応援活動体制が構築されましたが、継続性のある取組を行うための協議を引

き続き行っていく必要があります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

町内介護サービス関係機関 

連携数（件） 

実績 

（見込み） 
29 29 26 
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(２) 在宅介護サービス・生活支援サービスの充実 【在宅重視の体制整備】 

① 介護保険及び介護予防・日常生活支援総合事業における自立支援型介護サービスの充実 

介護予防・生活支援サービス事業の充実 

従来、保険給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、平成

29(2017)年度から介護予防・生活支援サービス事業へ完全移行しました。介護予防の観点から専門職に

よる短期集中予防サービス（ちゃれんじＤＸ教室）の拡充に努めました。 

自立支援に着目し、町が認めた事業対象者と要支援１・２の介護認定者のうち、サービス未利用の人を

対象とし、通所によるパワーリハビリと体操のほか、訪問による個別指導を併用したプログラムにより、

週２回、全 24回、３か月間実施し、参加者のやる気を引き出した教室となりました。 

現在、集団アプローチ（期間限定型）と個別アプローチ（通年型）の教室を２か所で実施しています。 

引き続き、教室を充実させながら教室修了後の受け皿も併せて紹介し、継続した参加者の自立支援を行

っていく必要があります。 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

短期集中予防サービス 実績計 12 11 12 

 

ちゃれんじＤＸ教室  

参加（人） 

実績 

（見込み） 
12 9 7 

いつでもチャレンジ教室 

参加（人） 

実績 

（見込み） 
－ 2 5 

介護予防・日常生活支援総合事

業 訪問（利用者数）（人） 

実績 

（見込み） 
84 104 124 

介護予防・日常生活支援総合事

業 通所（利用者数）（人） 

実績 

（見込み） 
102 121 140 

 

一般介護予防事業の推進 

一般介護予防事業は、特別養護老人ホーム内に設ける地域交流スペースとやわらぎ会館の２か所で理

学療法士等の専門職による体操教室を継続しました。また、専門職が行う体操教室の拠点の拡充を図り、

エビデンスに基づいた体操等を指導、助言することで、自立支援や健康寿命の延伸を目指しながら、仲間

づくりの場や誰もが利用しやすい居場所として充実させることで、社会参加や生きがいづくりを通じた

効果的な介護予防に取り組みました。 

機能訓練などの高齢者本人への直接的なアプローチだけではなく、生活環境の調整や、地域の中に生

きがい・役割をもって生活できるような居場所づくりを充実させるなど、周囲への働きかけや支援を含

めた事業を推進しました。引き続き、体操教室の拠点拡充を図りながら、それぞれの特性を生かしたバラ

エティーに富んだプログラムを検討していく必要があります。 

  第８期 

体操教室名  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

いつでもスマイル in 

てんとう虫 参加者（人） 

実績 

（見込み） 
49 97 57 

いつでもスマイル in 

てんとう虫 延べ人数（人） 

実績 

（見込み） 
403 386 750 

やわらぎ踏みササイズ 

参加者（人） 

実績 

（見込み） 
86 78 146 

やわらぎ踏みササイズ 

延べ人数（人） 

実績 

（見込み） 
449 510 974 
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地域の介護予防活動への支援 

介護予防教室などの機会を通じて介護予防の普及啓発に努めるとともに、地域において介護予防の活

動を行う団体等の育成・支援に努めました。 

また、地域の団体等が行う介護予防の取組にリハビリテーションの専門職等を活用し、参加者の状態

に応じた助言を行うことにより、質の向上を図り、幅広く高齢者が参加できるように努めました。 

専門職を活用した介護予防教室を実施したほか、サロンにリハビリ職を派遣し、根拠に基づいたリハ

ビリテーションの提供に努めています。各種団体等の取組にも対応できるようにリハビリ職との連携体

制も構築しました。また、地域住民が、自身に合った場所やメニューを選択できるよう、介護予防につな

がる内容を幅広く展開していく必要があります。 

 

社会参加を通じた介護予防の推進 

地域住民等による多様な介護予防の場を創出するためには、高齢者が単に支援を受ける存在になるの

ではなく、地域で開催される介護予防の取組の指導や企画運営にも携わることで相互の助け合いや、学

びの場になるよう機能を充実させていくことが必要です。 

高齢者が社会的な役割を担うことで生きがいを感じ、介護予防につなげることができる活動の場の創

出に向けて検討を行いました。 

毎週開催している介護予防教室が定着化しつつある中で、参加者のほとんどが後期高齢者であるため、

自身の「生きがいづくり」「介護予防への気づき」の場になってはいるものの、指導や企画運営に携わる

参加者がいないのが現状です。参加者が役割を担える部分を検討し、負担なく「生きがい」を感じながら

参加できる教室にしていくことが大切です。また、地域住民が、自身に合った場所やメニューを選択でき

るよう、介護予防につながる内容を幅広く展開していく必要があります。 

  



 42 

 

② 地域密着型介護サービスの基盤の拡充 

地域密着型事業所の指定や指導、監査 

王寺町の地域密着型の事業所の指定や指導、監査等については、その権限を適切に行使し、在宅生活を

支援する地域密着型サービスの提供体制の充実に努めました。 

本来は事業所が行う地域推進会議に参加し、注意事項等を伝えていますが、コロナ禍のため文書にて

実施しました。令和５年度からは、徐々に事業所にて地域推進会議が再開されたため、参加して注意事項

等を伝えています。しかし事業所の書類や請求内容等を確認する実地指導までは行えていないため、今

後は行う必要があります。 

 

③ 生活支援サービスの拡充等 

生活支援の体制づくり 

平成 27(2015)年４月の介護保険制度改正により設けられた生活支援体制整備事業の「生活支援コーデ

ィネーター」による地域での生活支援サービスの提供体制の整備に引き続き取り組みました。整備にあ

たっては、次の考え方を念頭に取り組みました。 

 

＜生活支援体制整備にあたっての考え方＞ 

・高齢者が地域で生きがいや役割をもち、尊厳を保持し、地域で自分らしい生活を送ることができるよ 

うに、その方の状態に合った最適な生活支援サービスを支援 

・地域の元気な高齢者の参加・参画を得ながら、サービスが提供できる体制を整備 

・地域包括ケアシステムが実現したまちの姿を思い描き、地域社会の持続可能性を高めるための意識 

の醸成 

 

社会福祉協議会が支援するサロンや各自治会への介護予防等の出前講座の機会を通じて、地域課題の

把握等を行い、地域でできる支援や行政で行う必要がある生活支援サービスを検討していく必要があり

ます。そのため、地域の困りごとや課題を抽出し、その解決に向けて地域での取組を後方支援するなど、

行政として必要なサービス体制を整備します。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

生活支援コーディネーター数

（人） 

実績 

（見込み） 
5 5 5 

※令和５年度の実績値は見込み値の場合があります。（以下同様） 
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高齢者の自立生活支援事業の実施 

ひとり暮らし高齢者等の自立生活への支援と見守り等を兼ねたサービスを引き続き実施しました。 

Ａ．配食サービス事業（すこやか支援サービス） 

調理をすることが困難なひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の高齢者を 

対象に、食の確保と安否確認の手段としても有効なサービスであることから、事業の周知を図り、 

担い手の確保に努めながら実施しました。 

Ｂ．軽度生活援助事業 

シルバー人材センター等を活用して、在宅のひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯などに日常生 

活上の援助を行うサービスで、支援内容の充実を検討しました。 

Ｃ．福祉タクシー助成事業 

要介護２以上の認定を受けた高齢者（施設入所者を除く）で外出が困難な方を対象に実施してい 

るサービスで、外出機会の創出に寄与している事業であることから、事業の周知を図りながら実 

施しました。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

配食サービス  

利用者数（人） 

実績 

（見込み） 
14 24 25 

軽度生活援助事業  

利用者数（人） 

実績 

（見込み） 
8 9 11 

福祉タクシー助成事業 

利用者数（人） 

実績 

（見込み） 
98 131 135 

 

寝たきり高齢者の生活支援事業の実施 

主に寝たきりの高齢者等の自立生活への支援と健康増進等を図るサービスを実施しました。 

Ａ．訪問理美容サービス事業（さっぱり生きいきサービス） 

自ら理容室または美容室に出向くことが出来ない方を対象に、理美容師が自宅に訪問して理美容 

サービスを行う事業で、事業の周知を図りながら実施しました。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

訪問理美容サービス事業 

（さっぱり生きいきサービス） 

利用者数（人） 

実績 

（見込み） 
4 8 8 
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④ 家族、介護者に対する支援の充実 

家族介護慰労事業の実施 

要介護４または要介護５の高齢者のうち、過去１年間に介護保険サービスを利用しなかった方（年間

１回程度の短期入所の利用を除く）の在宅介護を行っている家族に対して、慰労として 10万円の金品を

贈呈する事業で、町財政との均衡を踏まえ、事業の持続可能性を勘案しながら実施しました。 

重度要介護者においては、家族だけで介護するには限界があるため、何らかのサービスを利用してい

るケースが殆どのため、今後、利用者数の増加はないと見込まれます。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

家族介護慰労金事業  

利用者（人） 

実績 

（見込み） 
0 1 1 

 

紙おむつ支給事業の実施 

要介護３以上で、常時失禁状態にある在宅の高齢者で非課税である方を介護している家族に対し、介

護に必要な紙おむつを支給する事業で、家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るのに重要な事業

として実施しました。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

紙おむつ支給 利用者数（人） 
実績 

（見込み） 
36 37 45 
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(３) 在宅医療・介護連携の推進 【一体的な提供体制】 

① 西和地域７町における在宅医療・介護連携の推進 

「退院調整ルールづくり事業」の推進 

県と郡山保健所等の調整のもと、西和地域７町の医療機関及び介護支援専門員が協働で作成した「西

和地域７町における入退院連携マニュアル」を運用しました。 

これにより、医療と介護が連携を図ることにより、病院から地域へシームレスな在宅移行ができ、介護が

必要な方が、安心して病院への入退院と在宅療養ができる体制を構築しました。引き続き、各医療関係

者、介護職、行政等が集まり、西和地域７町の課題を情報共有し、課題解決策を検討していきます。また、

介護と医療の関係者を対象に定期的に勉強会を開催し、このルールを周知し継続性を高めていく必要が

あります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

入院時の情報提供率(%) 

（西和地域６病院） 

実績 

（見込み） 
100.0 91.3 94.5 

退院調整率(%) 

（西和地域６病院） 

実績 

（見込み） 
82.5 80.6 86.3 

全体会議（回） 
実績 

(見込み) 
1 1 1 

ルール勉強会（回） 
実績 

(見込み) 
― ― 2 

 

西和メディケア・フォーラムの推進 

西和メディケア・フォーラムは、西和地域７町（平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・上牧町・王寺町・

河合町）における在宅医療、地域包括ケアシステムの推進に関わる医療・介護・福祉・行政の関係機関で

組織されています。その中で医療と介護の関係者による会議や事例検討会の推進と専門職向けの研修会

等を開催し、顔の見える関係をつくりながら在宅医療・介護連携に関する相談受付の充実を図りました。 

在宅医療を推進するために、西和地域７町とその地域の病院、診療所、医師会、地域包括支援センタ

ー、訪問看護等の代表者による協議の場を創出し、各専門職の部会からあがった課題の解決に向けて検

討しています。今後、病院と病院、地域と地域、病院と地域間の医師の在宅医療における理解や連携体制

を推進することが必要となっています。そのために、具体的な目標と取組を検討・共有・実践し、効果評

価できる仕組みが必要です。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

地域検討会合同会議の開催（回） 
実績 

（見込み） 
2  2  2  

事例検討会の開催（回） 
実績 

（見込み） 
0  0  2 
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② 在宅医療に関する相談・情報提供・啓発の充実 

住民への周知・啓発や住民向け講演会、相談体制の充実 

住民への周知・啓発、講演会等を開催し、情報提供に努めました。 

また、保健・医療・福祉・介護の連携を進める中で、地域包括支援センターでの医療に関する相談体制

や情報提供機能等を充実させました。 

西和医療センター内に「在宅療養支援室」をつくり、西和地域７町の各専門職が医療の相談を行う場を

創出しています。電話相談も含め、医療に関する知識のスキルアップを図り、住民に適切な医療・介護サ

ービスが提供できるように努めています。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

在宅療養パンフレットの配布

（枚） 

実績 

（見込み） 
― ― 10 

 

③ 在宅療養生活の体制整備 

在宅医療・介護関係者による会議等 

医療と介護の関係者による会議や事例検討会の推進と専門職向けの研修会等を開催し、顔の見える関

係をつくりながら、在宅医療・介護連携に関する相談受付の充実を図りました。 

在宅医療を推進するために、西和地域７町とその地域の病院、診療所、医師会、地域包括支援センタ

ー、訪問看護等の代表者による協議の場を創出し、各専門職の部会からあがった課題の解決に向けて検

討しています。今後、病院と病院、地域と地域、病院と地域間の医師の在宅医療における理解や連携体制

を推進することが必要となっています。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

事例検討会開催（回） 
実績 

（見込み） 
0 0 2 

 

④ ＩＣＴを活用した情報共有システム導入の検討 

ＩＣＴを活用した情報共有システム導入の研究 

在宅医療と介護の連携を推進する一つのツールとして、近隣町とＩＣＴを活用した情報共有システム

について研究し、将来に向けた連携の在り方について検討しました。 
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(４) 認知症施策の推進 【見守り体制の強化】 

① 認知症に関する理解促進及び相談支援体制の充実 

「認知症なんでも相談」窓口 

専門相談員による相談及び訪問による支援を図っていきます。必要に応じ多職種と連携し、問題解決

を図りました。 

認知症疾患医療センターの専門相談員による相談窓口の開催のほか、地域包括支援センター職員によ

る通常相談を電話や窓口で随時実施しており、多職種との連携が強化された中で現在は、必要時、受診や

サービスにつなげる等の対応が可能となっています。しかし、「認知症なんでも相談」の相談件数が低下 

しているため、広報だけではなく、他の取組とだき合わせて周知し、必要な人が相談できる機会を創出す

る必要があります。例えば、「認知症なんでも相談」とカフェ、予防教室、認知症サポーター養成講座を

だき合わせて行い、予防から疾患理解、対応方法、受診やサービスについて同じ場所で立場をかえて学べ

る機会を創出していきます。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

認知症なんでも相談窓口  

開催数（回） 

実績 

（見込み） 
7 6 5 

認知症なんでも相談窓口  

相談者数（人） 

実績 

（見込み） 
9 8 5 

認知症カフェ開催数（回） 
実績 

（見込み） 
― ― 19 

 

認知症啓発イベントの開催 

医療・介護の関係者と協力して講演会や啓発劇、認知症予防体操等を開催してきましたが、コロナ感染

拡大の影響を受けてここ数年開催を見送りました。今後は、コロナ感染予防対策をした上で講演会を再

開していきます。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

認知症啓発イベント（回） 
実績 

（見込み） 
0 0 0 
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物忘れチェックの実施 

タッチパネルによる「物忘れチェック」を行い、必要な方には、医療機関につなげ、早期診断・治療に

努めました。 

出前講座等でタッチパネルを利用して実施してきましたが、コロナ感染拡大防止の折、推進が進みま

せんでした。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

物忘れチェック  実施人数

（人） 

実績 

（見込み） 
― 64 36 

物忘れチェック  貸出回数

（回） 

実績 

（見込み） 
― 3 3 

 

認知症サポーター養成講座の開催及びキャラバン・メイトの養成 

現状国の認知症施策の一つである「認知症サポーター養成講座」を王寺町においても推進しました。あ

らゆる世代を対象に、認知症の方と家族を支える「認知症サポーター」を養成し、その活動を充実させる

ことで、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを推進します。また、小学生と高齢者とが触れ合

う機会を増やし、世代を超えたコミュニケーションにつなげる取組として「認知症キッズサポーター養

成講座」を開催しました。 

コロナ感染拡大防止の折、推進が進みませんでした。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

認知症サポーター養成数（人） 
実績 

（見込み） 
0 0 50 

キッズサポーター養成数（人） 
実績 

（見込み） 
0 0 260 

キャラバンメイト数（人） 
実績 

（見込み） 
8 8 8 

 

認知症予防啓発講座（出前講座）の充実 

医療・介護の関係者と協力して講演会や啓発劇、認知症予防体操等を開催しました。 

コロナ感染予防対策をした上で講演会を開催する必要があるため、回数や参加人数（人）に制限が生じ

る状況となっています。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

認知症予防啓発講座 

（出前講座）開催数（回） 

実績 

（見込み） 
4 14 20 

認知症予防啓発講座 

（出前講座）参加者数累計（人） 

実績 

（見込み） 
76 245 300 

キャラバンメイト数（人） 

（再掲） 

実績 

（見込み） 
8 8 8 
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② 本人・家族支援 

本人・家族・介護者に対する支援 

認知症高齢者の安全確保を図るサービスを充実させ、本人・家族・介護者が安心して住み慣れた地域で

継続した生活を送ることができるよう支援を充実させました。 

「徘徊探知機の貸与」サービスや「ＱＲコードシールの配布」を推進し、行方不明時の早期発見・対応

に努めました。 

また、認知症グループホームが地域の安心拠点の一つとして役割を担い、相談支援を実施するよう支

援しました。 

家族の介護負担の軽減のひとつとして、「徘徊探知機の貸与」サービスや「ＱＲコードシールの配布」

を推進していますが、認知症という現実を受け止めることができない家族が多く、サービスに結びつか

ない現状があります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

徘徊探知機の貸与  

人数（人） 

実績 

（見込み） 
0 1 1 

ＱＲコードシール利用人数

（人） 

実績 

（見込み） 
21 16 25 

 

認知症の方に対するサービスの充実 

認知症ケアの質の向上を図るため、認知症グループホームなど介護サービス事業所などにおいて認知

症介護に係る研修を実施するなど、認知症ケア向上推進事業に取り組みました。 

認知症ケア向上のため、事業所の介護職員全員を対象に実施できる日程調整や仕組みについて検討す

る必要があります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

多職種研修会開催（回） 
実績 

（見込み） 
― ― 2 
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認知症ケアパス（認知症ガイドブック）の普及・啓発と認知症の方への対応に関する情報提供の推進 

認知症の方の生活機能障害の進行にあわせ、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受けるこ

とができるのか、具体的な機関名やケアの内容等をあらかじめ認知症の方とその家族に提示する「認知

症ケアパス（認知症ガイドブック）」を作成し、住み慣れた地域で生活を継続するために必要な情報を提

供しました。また、住民に広く活用してもらえるよう普及・啓発に努めました。 

「認知症ケアパス」については、認知症初期集中支援チーム検討委員会の中で認知症の方の家族に対

して配布するよう取り決めました。なお、出前講座等のイベントでリーフレットを配布し、普及・啓発に

努めました。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

認知症ケアパス配布数（冊） 
実績 

（見込み） 
― ― 2 

認知症カフェ開催数（回） 
実績 

（見込み） 
― ― 19 

 

③ チームオレンジ活動推進 

チームオレンジ活動の推進 

認知症サポーター養成講座終了後のサポーターが活躍できる機会や場の設定に努めるとともに、地域

で認知症の方とその家族を支える社会資源としての役割を果たすようフォローアップやステップアップ

講座等を実施し「チームオレンジ」としての活動を推進する予定でしたが、コロナ感染拡大防止の折、推

進が進みませんでした。 
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④ 認知症の早期発見・治療体制の推進 

認知症初期集中支援チーム活動や認知症地域支援推進員による支援の推進 

認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員と、地域の病院・診療所や認知症疾患医療センタ

ーが連携した認知症ケア体制を構築し、認知症の早期診断・早期対応を推進しました。 

認知症疾患医療センター「ハートランドしぎさん」の連携体制が構築され、地域の病院の医師が必要と

認めたときには、紹介状等を記載し速やかに受診できる体制が整っています。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

認知症の専門医療機関へ 

つながったケース（件） 

実績 

（見込み） 
1 3 2 

 

認知症疾患医療センターと連携した「認知症なんでも相談」窓口の充実 

認知症になっても、より適切な医療サービスにつなげていけるよう、認知症疾患医療センターと連携

した認知症無料相談の機会を設け、専門的な相談を受けることで認知症に対する不安を軽減・解消に努

めました。 

認知症疾患医療センター「ハートランドしぎさん」と連携し、相談窓口を継続し、早期受診・治療につ

ながるよう対応していく必要があります。相談件数よりも、相談後に着実に受診・治療・介護サービスに

つながったかを確認し、必要時に必要な対応ができるように注視していきます。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

認知症なんでも相談窓口  

開催数（回）   （再掲） 

実績 

（見込み） 
7 6 5 

認知症なんでも相談窓口  

相談者数（人）  （再掲） 

実績 

（見込み） 
9 8 5 

 

認知症サポート医との連携 

認知症の方の診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支援を行う認知症サポート医（推進医師）

との連携を図りました。 

認知症疾患医療センター「ハートランドしぎさん」の認知症サポート医と連携し、受診勧奨や入院、困

難事例への対応を相談し、一緒に活動する体制を確立しています。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

認知症の専門医療機関へ 

つながったケース（件）（再掲） 

実績 

（見込み） 
1 3 2 
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⑤ 通いの場の拡充 

通いの場の拡充 

コロナ感染予防対策をした上で、認知症の有無にかかわらず、誰でも参加し楽しめる通いの場に専門

職を配置して、必要に応じて相談、支援できる体制として認知症カフェを開催しました。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

認知症カフェ開催数（回） 

（再掲） 

実績 

（見込み） 
― ― 19 

 

⑥ ＭＣＩ（軽度認知障害）改善プログラムの推奨 

ＭＣＩ（軽度認知障害）改善プログラムの推奨 

タッチパネルによる「物忘れチェック」を行い、必要な方には、医療機関につなげ、早期診断・治療に

努めました。 

出前講座等でタッチパネルを利用して実施してきましたが、コロナ感染拡大防止の折、どこまで推進

できるかが課題となっています。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

物忘れチェック  実施人数

（人）      （再掲） 

実績 

（見込み） 
― 64 36 

物忘れチェック  貸出回数

（回）      （再掲） 

実績 

（見込み） 
― ３ ３ 
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⑦ 地域の見守り体制の推進 

認知症高齢者見守り事業の推進 

認知症高齢者の安全確保を図るサービスを充実し、本人、家族・介護者が安心して住み慣れた地域で継

続した生活を送ることができるよう「徘徊探知機の貸与」サービスや「ＱＲコードシールの配布」を推進

しました。また、警察と連携し、行方不明時の早期発見・対応に努めました。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

徘徊探知機の貸与 人数（人） 

（再掲） 

実績 

（見込み） 
0 1 1 

ＱＲコードシール 利用人数

（人）      （再掲） 

実績 

（見込み） 
21 16 25 

 

「王寺町見守りねっと」の拡充 

行方不明などによる事故防止や介護する家族の負担を軽減するため、地域包括支援センターと企業や

地域の関係団体、介護サービス事業所等が連携し、地域住民とともに認知症の方を支えるネットワーク

づくりを推進しました。 

また、県や警察による取組との連携を図りながら、行方不明時の早期発見のための活動等を推進しま

した。 

医療関係者や介護サービス事業所、企業や関係団体等、様々な業種に対しても認知症の正しい理解を

普及・啓発しました。 

企業の性質上、認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク登録者の個人情報を事前に渡すことができない事

業所もあります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

「見守りねっと」協力事業者数 

（事業所） 

実績 

（見込み） 
51 53 55 
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(５) 高齢者の権利を守る 【成年後見制度の推進】 

① 高齢者の尊厳への配慮と成年後見制度推進のための中核機関の設置 

高齢者虐待防止に関する普及・啓発 

地域住民の一人ひとりが高齢者虐待についての認識を深め、虐待の防止・早期発見につながるよう、一

層の普及・啓発に取り組みました。 

また、高齢者虐待を発見した際の相談窓口についても啓発し、誰もが相談しやすい環境づくりを進め

ました。 

地域住民に対する普及・啓発の機会を増やす必要があります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

虐待相談件数（件） 
実績 

（見込み） 
11 4 6 

広報による周知（世帯件） 
実績 

（見込み） 
10,657 10,692 10,699 

 

高齢者虐待防止に向けたネットワークの推進 

高齢者虐待の防止をはじめ、虐待の早期発見・早期対応に取り組むため、地域包括支援センターをはじ

め、保健・福祉担当、医療機関、警察、民生児童委員、介護支援専門員など、多職種が連携するとともに、

地域住民による見守り活動を組み合わせたネットワークを推進しました。 

複雑な家庭環境などから早期介入や対応が困難なケースがほとんどです。「王寺見守りねっと」で協定

を結んだ事業所等からの情報提供により、少しでも早く介入・対応していく必要があります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

見守りねっと協定数（件） 

（再掲） 

実績 

（見込み） 
51 53 55 

 

  



 55 

成年後見制度利用支援 

本人や二親等以内の親族による成年後見審判（法定後見）の申立てができない場合は、町長が申立てを

行い、申立費用や成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な高齢者には費用の助成を行いました。 

また、判断能力が不十分な低所得の高齢者が、本人の意思により成年後見審判(法定後見)の申立てを

行う場合でも、申立て手続を支援しました。 

現在、西和地域６町（河合町除く）が運営支援をし、法人後見事業を行うＮＰＯ法人が事業の一部を担

っていますが、円滑な事業を推進するためには業務整理や役割分担の明確化を図る必要があります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

相談件数（件） 
実績 

（見込み） 
― ― 5 

町長申立て件数（件） 
実績 

（見込み） 
1 2 2 

 

日常生活自立支援事業の利用促進 

認知症等により判断能力が低下した方が、日常生活を自立して送ることができるよう、福祉サービス

利用援助や日常生活における金銭管理、書類の保管などのサービスを実施しました。 

また、町は町社会福祉協議会と連携し、本事業を周知し、利用促進を図りました。 

現在、精神・知的障害者の利用はありますが、高齢者の利用はありません。また支援員は十分確保でき

ています。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

日常生活自立支援事業におけ

る高齢者の利用人数（人） 

実績 

（見込み） 
1 1 0 

支援員の数（人） 
実績 

（見込み） 
10 10 10 
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(６) 安全・安心な生活支援体制の構築 【防災・防犯体制の推進】 

① 地域の見守り体制の充実 

「老人・こども 110 番の家」の旗設置事業の実施 

地域の高齢者等が緊急時に避難ができ、支援を受けることができる場所として町内の家屋約 1,070 か

所を登録しています。登録家屋には避難場所がわかるように、誘導旗を立てており、高齢者や子どもに対

する様々な犯罪の抑止等を啓発する事業として今後も継続して実施します。 

 

緊急通報装置貸与事業の実施 

在宅のひとり暮らし高齢者等の急病・事故等の緊急事態の際、迅速な救助及び援助を行うことを目的

に実施しています。ひとり暮らし高齢者が増加しており、見守りの観点から重要な事業のため、事業の周

知を図り、協力者の確保に努めながら、今後は、対象者の枠を広げ、高齢者が地域で安心して暮らすこと

が出来るよう充実を図ります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

緊急通報装置貸与事業  

利用者人数（人） 

実績 

（見込み） 
33 41 45 

見守りセンサー利用者人数

（人） 

実績 

（見込み） 
― 11 13 
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配食サービス事業（すこやか支援サービス） 

調理をすることが困難なひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の高齢者

を対象に、食の確保と安否確認の手段としても有効なサービスであることから、事業の周知を図り、担い

手の確保に努めながら、今後も継続して実施します。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

配食サービス事業  

利用者人数（人） 

実績 

（見込み） 
14 24 30 

 

② 防災・防犯・感染症対策の推進と災害時ケアプラン（個別避難計画）作成の推進 

避難行動要支援者名簿の更新と効果的な運用 

今後も、定期的に更新を実施するとともに、災害発生時、地域の関係者が連携し、効率的・効果的に要

支援者の避難誘導ができるよう、個人情報に十分配慮しながら、台帳の効果的な運用を関係者間で図り

ます。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

避難行動要支援者名簿情報の

提供に関する協定締結状況（団

体） 

実績 

（見込み） 
27 28 29 

個別避難計画作成人数（人） 
実績 

（見込み） 
15 124 ― 

 

介護支援専門員や介護サービス事業所と連携した避難支援体制の整備と充実 

避難行動要支援者名簿に登録されていない災害時要支援者等については、介護サービス事業所や介護

支援専門員と連携し、災害発生時の避難誘導で援助が必要な要介護者の情報共有を図り、その方の状態

像に応じ適切な避難場所への誘導を図ります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

災害時ケアプラン（個別避難計

画）作成件数（件） 

実績 

（見込み） 
0 0 1 
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感染症や災害発生時の相互応援活動の推進 

感染症や災害発生時における町内介護サービス事業所や施設間の相互応援活動を後方支援するため、

常日頃から顔の見える関係性が構築できるように支援を行いました。今後も関係性が維持できるように

後方支援を実施するとともに、それらと王寺町との連携体制の強化を図ります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

災害時における福祉避難所施

設利用に関する協定数 

（事業所） 

実績 

（見込み） 
１ １ 1 

避難確保計画策定事業所数 

（事業所） 

実績 

（見込み） 
25 53 53 

 

防災（減災）及び防犯のための住民への周知・啓発 

台風接近時等災害が起こりうる際の注意喚起の情報や、災害に対する備えや避難方法について、また

振り込め詐欺や悪徳商法等の犯罪に関する情報提供を実施しました。今後も情報提供や被害にあったと

きの相談窓口の設置など、支援体制の充実を図ります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

「王寺町安全・安心メール」及

び「LINE公式アカウント」登録

数（件） 

実績 

（見込み） 
14,193 15,506 16,255 

 

③ 住まいや暮らしの環境に関する安全・安心の確保等 

住まいに関する安全・安心の確保 

住み慣れた自宅で、安全・安心に生活が継続できるよう、介護保険制度を利用した段差解消等の住環境

の整備を促進しました。今後も継続していきます。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

住宅改修 利用者人数（人） 
実績 

（見込み） 
120 118 106 
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２ 介護保険制度の健全な運営と介護人材の確保 

(１) 介護保険制度の安定した運営 【施設の利用状況の検証】 

① 介護保険サービスの充実 

介護保険制度に関する情報提供 

窓口や電話等での介護保険に関する問い合わせでは、パンフレット等を活用しながら、きめ細やかで

わかりやすい説明に努め、介護保険の申請やサービス利用が適切な時期に必要な方に行われるように、

引き続き職員の対応強化を図ってきました。また、医療や介護の関係機関にも介護保険に関する情報提

供を強化し、介護や支援が必要な方が適切な時期に過不足なくサービスを利用できるように努めました。

また、ホームページについては、情報内容が利用者にとって、より利用しやすいものとなるよう改善・充

実に取り組みました。 

 

地域密着型サービスの充実 

王寺町の地域密着型事業所の指定や指導、監査等については、その権限を適切に行使し、在宅生活を支

援する地域密着型サービスの提供体制の充実に努めました。 

 

② 保険給付の適正化 

縦覧点検・医療情報との突合 

奈良県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）への委託により、医療保険の入院情報等と

介護保険の給付情報を突合し、二重請求の有無の確認を行うなど、介護保険に係る給付費明細書の点検

体制の強化を図りました。 

国保連へ突合情報の提供について委託し、国保連より送付されたデータに基づき点検し、保険給付の

適正化に努めています。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

縦覧点検・医療情報との突合

（件） 

実績 

（見込み） 
全件 全件 全件 
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ケアプラン点検 

ケアプラン点検については、利用者の自立支援に資する適切なケアプランとなっているかを介護支援

専門員とともに、検証確認しながらケアマネジメントの標準・普遍化を図り、介護支援専門員の資質向上

及び適正な保険給付の実施に努めました。 

ケアプラン点検を行い、介護支援専門員の力量の差を縮め、資質向上を図ることに努めています。特

に、適切なアセスメントができないことにより、利用者の自立支援を妨げるケアプランやサービスを提

供することのないよう指導する必要があります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

ケアプランを点検（人） 

目標 

町内の居宅介

護支援事業所

の所属する介

護支援専門員

全員 

町内の居宅介

護支援事業所

の所属する介

護支援専門員

全員 

町内の居宅介

護支援事業所

の所属する介

護支援専門員

全員 

実績 

（見込み） 
21 22 26 
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住宅改修の審査及び指導監査 

住み慣れた自宅で、安全・安心に生活が継続できるよう、介護保険制度を利用した段差解消等の住環境

の整備を促進しました。今後も継続していきます。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

住宅改修の書類審査（％） 
実績 

（見込み） 
100 100 100 

着工前に現地確認（％） 
実績 

（見込み） 
2.5 2.6 3.5 

 

③ 施設等の利用状況の把握と検証 

施設の利用状況の検証 

住み慣れた地域で在宅生活を維持できる介護サービスの提供体制の充実や医療と介護が連携した支援

を推進する一方で、中重度の要介護認定者の動向や在宅生活が困難なひとり暮らし高齢者等、見守り支

援が必要な高齢者等のニーズを踏まえ、施設・居住系サービスの利用状況を検証しました。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

特養待機者数（人） 
実績 

（見込み） 
22 22 19 
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(２) 介護サービスの質の向上と介護人材確保【介護人材の育成と確保】 

① 介護サービスの基盤を支える人材の育成と確保 

介護人材の育成と確保に向けた取組 

介護サービスを充実させるために、介護従事者の資格取得に必要な研修会受講費用助成の実施やスキ

ルアップのための研修会等を実施し、介護職の確保や質の向上を図っていきました。しかし、介護従事者

の資格取得に必要な研修会受講費用助成の申込はありませんでした。広報等の充実を図るとともに、資

格取得の必要性を町内介護事業者へ周知していきます。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

町内介護職員の離職率（％） 
実績 

（見込み） 
― 22．0 ― 

町内介護職員の研修会開催

（回） 

実績 

（見込み） 
― １ ３ 

 

② 研修会の開催 

介護支援専門員への支援・研修会開催 

過不足なくサービスを導入できるようケアマネジメントの質の向上を図る必要があります。そのため、

介護支援専門員への支援や研修会を実施しました。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

ケアマネ連絡会の開催（回） 
実績 

（見込み） 
3 3 6 

河合・上牧・王寺 

合同研修会の開催（回） 

実績 

（見込み） 
3 2 1 

 

  



 63 

３ 高齢者の健康寿命の延伸と生きがいづくりの推進 

(１) 健康づくり・介護予防の推進 【健康寿命の延伸】 

① 健診の勧奨 

特定健康診査・特定保健指導 

特定健康診査及び特定保健指導は、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の予防に着目し、運

動習慣の定着や食生活の改善を促すことで循環器系の疾患、脳疾患の発症リスクの低減を図りました。 

さらなる受診率の向上に向けて、より効果的な受診勧奨方法の検討や受診しやすい体制等の検討を行

い、生活習慣病の早期発見・早期治療につなげました。 

特定健康診査受診率は、文書や電話での受診勧奨の効果もあり目標値には届かないものの、毎年受診

率は上がっています。特定保健指導については、集団健診受診者へは８割近く実施できていますが、個別

健診受診者へは１割程度の実施となっています。今後は、個別健診受診者に対する特定保健指導の実施

率向上に向けて対策を検討します。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

特定健康診査受診率（％） 
実績 

（見込み） 
46.2 46.3 ― 

特定保健指導実施率（％） 
実績 

（見込み） 
27.3 22.4 ― 

 

各種がん検診 

受診率の向上を目指して、特定健診とあわせて受診を可能にすることや、平成 29（2017）年度からは

50 歳から内視鏡による胃がん検診を追加するなど、受診しやすい体制を充実させることで、引き続き受

診勧奨に努めました。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で受診率の低下がみられていましたが、広報等でコロナ禍でも検

診を受診することの必要性を周知したことにより、令和４（2022）年度には全ての検診で前年度より受診

率が増加しました。今後も引き続き、広報や受診勧奨通知にて受診率を上げる取組の継続が必要です。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

胃がん検診受診率（％） 
実績 

（見込み） 
3.9 4.0 ― 

肺がん検診受診率（％） 
実績 

（見込み） 
7.1 7.9 ― 

大腸がん検診受診率（％） 
実績 

（見込み） 
6.8 7.4 ― 

子宮頸がん検診受診率（％） 
実績 

（見込み） 
8.3 9.0 ― 

乳がん検診受診率（％） 
実績 

（見込み） 
12.6 13.3 ― 
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骨密度測定 

18 歳以上の女性を対象に骨密度測定を行い、あわせて、結果説明と生活習慣改善に関する相談を行い

ました。転倒による骨折を予防するための生活習慣の改善につなげていきました。 

若い世代の受診率が低くなっています。若い時からの生活習慣の改善が必要です。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

骨密度測定 受診者数（人） 
実績 

（見込み） 
195 175 187 

 

後期高齢者医療制度に基づく健康診査 

奈良県後期高齢者医療広域連合会からの委託を受けて、生活習慣病の早期発見及び適切な医療に繋げ

て重症化を予防するための健康診査を実施 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

後期高齢者被保険者の 

健診診査受診率（％） 

実績 

（見込み） 
23．58 24．81 

30．00 

（見込み） 

 

② 健康の保持・増進 

シルバーウォーク 

毎年５月に 60 歳以上の方が対象の「明神山健脚コース」を、10 月に 70 歳以上の方が対象の「明神山

ワゴン車コース」（令和６年度から「秋の明神山ふれあいワゴン」に改称）を高齢者の介護予防を目的と

して実施しています。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

ふれあいシルバーウォーク 

（明神山健脚コース） 

参加者数（人） 

実績 

新型コロナウ

イルス感染拡

大防止のため

中止 

雨天のため中止 81 

秋の明神山ふれあいワゴン 

参加者数（人） 
実績 

新型コロナウ

イルス感染拡

大防止のため

中止 

40 50 

  



 65 

ウォーキング実践教室 

令和３年度はウォーキング実践教室とヘルスアップ教室※を実施予定でしたが、新型コロナウイルス

の影響でウォーキング実践教室は中止となりました。令和４年度からはウォーキング実践教室をヘルス

アップ教室に移行して実施しました。 

※令和２年度に養成したヘルスアップサポーターと運動指導士を中心として町内３か所（いずみスク

エア、文化福祉センター、地域交流センター）で実施する教室。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

ヘルスアップ教室（延べ人数） 
実績 

（見込み） 
166 666 ― 

 

やわらぎ体操 

町民が親しみやすく安心して取り組める王寺町町歌にあわせたオリジナル健康体操です。健康寿命奈

良県一を目指して、各種イベントや教室、いきいき健康サロン等でやわらぎ体操の普及に取り組みまし

た。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

やわらぎ体操普及団体数（団体

数） 

実績 

（見込み） 
１ ８ ― 

やわらぎ体操普及  

延べ人数 （人） 

実績 

（見込み） 
25 132 ― 
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③ 積極的な外出支援 

外出支援事業 

高齢者の外出支援・移動手段の確保に資する事業として次の事業を継続し、今後も高齢者の外出支援

や生活支援等の支援・促進に努めました。いずれの事業も対象者の状況の変化やニーズ等を踏まえ持続

可能性を高めながら運用に努めました。 

やわらぎの手帳の交付 

イコカカードやバスカード、タクシー優待券の交付については、高齢者の外出支援・移動手段の確保に

資する事業として継続して実施しました。※平成 29(2017)年度から段階的に対象年齢を引き上げ、令和

７(2025)年度には 75歳から対象となります。 

運転免許返納者優待バスカードの交付 

交通事故を起こさないよう自主的に運転免許証を返納する「運転免許証自主返納制度」の周知を図り、

優待バスカードの利用促進に努めました。 

また、70 歳以上を対象に「運転免許返納者優待バスカード」の交付を引き続き実施し、運転免許返納

者の移動を支援し社会参加を促進しました。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

やわらぎの手帳優遇措置 

事業の交付率（％） 

実績 

（見込み） 
91.0 93.0 ― 

 

④ 地域住民の主体的な健康づくり活動 

Ｇｅｔ元気 21 の取組 

「目指そう健康寿命奈良県一」を合言葉に、ボランティア組織「Ｇｅｔ元気 21」を中心とした地域ぐる

みでの健康づくりを推進しました。 

各種グループに分かれて活発に活動していますが、参加している隊員の高齢化が進み、新規加入者が少

ないのが課題です。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

Get元気 21活動回数（回） 
実績 

（見込み） 
690 487 ― 

Get元気 21活動実人数（人） 
実績 

（見込み） 
56 45 ― 

Get元気 21活動延べ人数（人） 
実績 

（見込み） 
4,740 3,003 ― 
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食生活改善推進員の活動 

最も身近な食事づくりの改善から活動を始めたボランティア団体で、子どもから高齢者まで各世代に合

った食育活動を推進しています。 

会員の高齢化が進み、若い世代の会員の確保が必要になってきます。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

活動回数（回） 
実績 

（見込み） 
39 58 ― 

活動実人数（人） 
実績 

（見込み） 
34 30 31 

活動延べ人数（人） 
実績 

（見込み） 
263 420 ― 

 

ＡＧＥ65 活動への支援 

一般介護予防事業の「ここからカレッジ」の卒業生が学習成果を活かして主体的に企画・運営し、個人の

介護予防から地域での介護予防へと普及・拡大を図るための活動を推進しました。高齢者一人ひとりが

持つ知識や能力を活かした介護予防のための活動を地域に還元するグループを育成するなど、ＡＧＥ65

活動の一層の活性化に向けた支援に努めました。 

現在 17クラブがあり、活発に活動しています。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

活動回数（回） 
実績 

（見込み） 
408 406 ― 

活動実人数（人） 
実績 

（見込み） 
46 41 ― 

活動延べ人数（人） 
実績 

（見込み） 
824 884 ― 
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(２) 介護予防・自立支援・重度化防止の推進 【効果的な介護予防】 

① 体操教室 

介護予防事業の推進 

介護予防の取組として特別養護老人ホーム内に設ける地域交流スペースとやわらぎ会館の２か所で理学

療法士等の専門職による体操教室を継続しました。また、専門職が行う体操教室の拠点の拡充を図り、エ

ビデンスに基づいた体操等を指導、助言することで、自立支援や健康寿命の延伸を目指しながら、仲間づ

くりの場を創出しています。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

専門職が行う体操教室等への

参加人数（人） 

実績 

（見込み） 
852 896 1,137 

 

② 出前講座の推進と地域リハビリテーション体制の構築 

地域リハビリテーション支援体制の実施 

町内の特別養護老人ホームの専門職員が、同施設内の地域交流スペースで、介護予防のための運動や体

操教室を定期的に実施したり、介護予防啓発出前講座や各サロンにおいて運動や体操の指導に出向くこ

とで、地域リハビリテーションの推進に努めました。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

専門職が行う体操教室等への 

参加人数（人） 

実績 

（見込み） 
852 896 1,137 

専門職による出前講座（回） 
実績 

（見込み） 
1 2 8 
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(３) 生きがいづくり・社会参加の促進 【社会参加の推進】 

① サロン活動 

サロン活動の推進 

地域において気軽に集える場を提供し、外出するきっかけづくりとするとともに、仲間づくり、生きがい

づくりにもつながるよう、活動の活性化に向けて支援に努めました。 

参加者数も増加しており、今後も支援し実施していきます。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

サロン活動拠点数（か所） 
実績 

（見込み） 
16 18 20 

 

高齢者学習活動促進事業 

高齢者に対する生涯学習の機会の提供を目的として、多様な教室・講座を開催しました。 

ボランティア活動の担い手や趣味・サークル活動等の指導者等として、学習成果を活かす機会の充実を

図りました。今後も継続していきます。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

シルバー学級 延べ参加者数

（人） 

実績 

（見込み） 
131 120 120 

シルバー学級 開催回数（回） 
実績 

（見込み） 
10 10 10 
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老人福祉センター活動の推進 

60 歳以上の方を対象に、趣味や娯楽を通じ、ふれあいを深め、仲間づくりと生きがいづくりの拠点とな

るよう、施設・設備の維持を図りました。また、活動内容を充実させ、住民の利用促進に努めました。 

築後年数が 41年経過しており、老朽化の状況や利用者数の動向を考慮しながら、施設維持を行っていき

ます。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

クラブ・サークル数（団体） 
実績 

（見込み） 
12 11 8 

利用者数（人） 
実績 

（見込み） 
5,249 6,392 7,500 

 

老人憩の家（片岡の家）活動の推進 

入浴施設の提供のほか、趣味や娯楽の小グループの利用を促進し、仲間づくりや生きがいづくり、健康づ

くりにもつながるよう活動内容を充実させました。 

築後年数が 35年経過しており、老朽化の状況や利用者数の動向を考慮しながら、施設維持を行っていき

ます。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

クラブ・サークル数（団体） 
実績 

（見込み） 
14 13 15 

老人憩の家入浴施設 

利用者数（人） 

実績 

（見込み） 
2,943 3,102 4,600 

利用者数（人） 
実績 

（見込み） 
4,532 5,206 7,600 
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老人クラブ活動への支援 

活動に対する支援を継続するとともに、活動の活性化を図るため、活動の周知など加入者の増加に向け

た取組に努めました。 

新規で老人会会員に加入される方が少なくなっています。また各単位クラブの運営に携わる担い手がい

ないという課題があります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

老人クラブ数（団体） 
実績 

（見込み） 
33 31 32 

会員数（人） 
実績 

（見込み） 
1,585 1,494 1,521 

 

② 生涯学習やスポーツ活動の推進 

やわらぎトラストの充実 

「総合型地域倶楽部王寺やわらぎトラスト」は、健康・体力づくりや地域コミュニケーションの場、気軽

にスポーツに取り組むことができるスポーツ教室として平成 19（2007）年度に設立されました。コロナ

禍の令和 2年度では教室の休講により高齢者の会員数も含め全体的に減少しましたが、Youtubeを活用し

たクラブ紹介や講師を地域へ派遣する「出張１日スポーツ教室」など新たな会員確保に取り組んだ結果、

会員数・参加者数ともに回復の兆しが見られます。今後も「一町民一スポーツ」を実現できるよう、高齢

者も含めより多くの人が参加できる魅力的な教室の提供やイベントを開催することで会員の確保に努め

ることが必要です。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

やわらぎトラストの 

高齢者会員数（実人数） 

実績 

（見込み） 
302 318 

339 

（見込み） 
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③ 社会貢献活動や地域活動等への参加促進 

ボランティア活動の推進 

高齢者が、長年培ってきた経験や技能、生涯学習を通じて学んだこと等を活かし、ボランティアの「担い

手」になることを推進しました。 

また、様々なボランティア活動の活性化を図るため、支援を必要とする方と支援を提供する方とをつな

ぐコーディネート機能や活動に対する総合的な支援を行う拠点づくりを図りました。 

ボランティアの登録は徐々に増加していますが、ボランティアの活躍する場を提供する仕組みができて

いないという課題があります。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

手話養成講座受講者数（人） 
実績 

（見込み） 
18 12 15 

介護（生活支援ボランティア）

養成講座受講者数（人） 

実績 

（見込み） 
13 13 30 

 

高齢者優待入浴券交付事業 

70 歳以上の高齢者を対象に、町内の公衆浴場で１回 100 円の負担により利用でき、居場所づくりや交流

等を目的に実施している「高齢者優待入浴券」の交付について、実施しました。しかし、令和５年４月を

もって入浴券の対象施設である公衆浴場が閉鎖したこと、また町内に対象となる浴場がないため事業は

終了となりました。 

 

敬老会の開催 

高齢化が進展する中、長年にわたって社会に貢献されたことに対する感謝と敬意を表する機会として事

業を継続して実施しました。対象者の状況の変化やニーズ等を踏まえ、持続可能性を高めながら事業の

実施に努めます。 

 

  第８期 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度※ 

敬老会の実施 
実績 

（見込み） 

新型コロナウ

イルス感染症

のため中止 

新型コロナウ

イルス感染症

のため中止 

実施 
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敬老祝い金 

高齢者の長寿を祝い、尊ぶ観点から、事業内容を見直した上で継続して実施しました。 

また、88 歳への祝い金は令和４年度より廃止し、100 歳への祝い金のみを今後継続して実施していきま

す。 
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第３章 計画の基本的な方向 

１．計画の基本理念 

 

王寺町総合計画において、王寺町のあるべき姿として定めている将来像を目指すため、本計画

では２つの基本理念を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の基本目標 

 

  

人とまちがきらめく和（やわらぎ）のふるさと 王寺 
～豊かな自然のなか みんなでつくる 心つながるまち～ 

（王寺町総合計画より） 

 

まちの将来像 

「つながり」を感じられるまちづくり 
（王寺町総合計画より） 

まちづくりの基本理念（１）

①

「愛着・誇り」を持てるまちづくり 
（王寺町総合計画より） 

まちづくりの基本理念（２） 

「くらし満足度」県内トップのまちづくり 
（王寺町総合計画より） 

まちづくりの基本理念（３） 

「住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるまち」 

計画の基本目標 
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3.第９期計画の基本目標の目標値について 

 

 

【基本目標】住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるまち 

 

保健、医療、福祉、介護サービスの連携が進み、一人暮らしや介護が必要になっても必要なサ

ービスを適切に利用し「住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるまち」を実現するための

評価指標は以下のとおりです。 

 

評価項目 現状 目標値 

健康寿命の延伸 

男：18.65 年（15 位） 

女：20.92 年（19 位） 

（令和２年度） 

現状値より延伸 

奈良県１位 

（令和 10 年度） 

平均要介護期間の短縮 

男：１.81 年 

女：3.62 年 

（令和２年度） 

現状値より短縮 

介護度の改善度 

町：0.1 ポイント 

県：0.2 ポイント 

（令和４年度） 

県より上回る 
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第９期計画の施策体系及び主要施策の 

１ 継続的な地域包括ケアシステムの推進及び深化 

 

  

施策の方向性 主要施策 取組内容 

１ 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
及
び
深
化 

（１）健康づくり・介護予防の推進 

【健康づくりと介護予防】 

①健診の勧奨 

②健康の保持・増進 

③積極的な外出支援 

④地域住民の主体的な健康づくり活動 

⑤体操教室 

⑥サロン活動 

⑦生涯学習やスポーツ活動の推進 

⑧社会貢献活動や地域活動等への参加促進 

（２）在宅介護サービス・ 

生活支援サービスの充実 

【在宅重視の体制整備】 

①介護予防・日常生活支援総合事業における 

自立支援型サービスの充実 

②生活支援サービスの拡充等 

③家族・介護者に対する支援の充実 

（３）在宅医療・介護連携の推進 

【一体的な提供体制】 

①西和地域７町における在宅医療・介護連携の 

推進 

②在宅療養生活の体制整備 

③デジタル技術を活用した情報共有システムの 

導入の検討 

（４）認知症施策の推進 

【見守り体制の強化】 

①認知症に関する理解促進及び相談支援体制の 

充実 

②本人・家族支援 

③認知症の早期発見・治療体制の推進 

④地域の見守り体制の推奨 

⑤チームオレンジ活動推進 

（５）高齢者の権利を守る 

【成年後見制度の推進】 

①高齢者虐待防止に関する普及・啓発 

②高齢者虐待防止に向けたネットワークの推進 

③成年後見制度利用支援 

（６）安全・安心な生活支援 

体制の構築 

【防災・防犯体制の推進】 

①地域の見守り体制の充実 

②防災・防犯・感染症対策の推進と災害時 

ケアプラン（個別避難計画）作成の推進 

③住まいや暮らしの環境に関する安全・安心の 

確保等 

（７）地域包括支援センターに 

おけるネットワークの強化 

【ネットワークの整備】 

①地域包括支援センターを中心とした地域や 

関係機関等とのネットワークの整備と強化 

②地域ケア会議の推進 

③介護サービス関係機関等における感染症・ 

災害対策の整備の維持 

④地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 
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評価項目及び目標値について 

 

 

 

  

評価項目 現状 目標値 

昨年と比べて外出の回数を維持している人 
68,0％ 

（令和４年度） 

70.0％ 

（令和７年度） 

年齢にとらわれず、生きがいや役割を持つ高齢

者の割合 

58.2％ 

（令和４年度） 

60.0％ 

（令和７年度） 

介護予防・日常生活支援総合事業 

事業所数 

訪問介護事業所 34 事業所 

通所介護事業所 34 事業所 

（令和４年度末時点） 

事業所数維持 

（令和７年度） 

在宅（自宅・老人ホーム）で亡くなる人の割合 

自宅：23.2％＋ 

自宅＋老人ホーム：29.7％ 

（令和３年度） 

増加 

（令和７年度） 

認知症に関する相談窓口を知っている人の割合 
36.6％ 

（令和４年度） 

40.0％ 

（令和７年度） 

見守りネット協力団体数 
53 事業者 

（令和４年度） 

55 事業者 

（令和７年度） 

困ったときに相談できる相談窓口の認知度 
10.7％ 

（令和４年度） 

15.0％ 

（令和７年度） 
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第９期計画の施策体系及び主要施策の 

２ 介護保険制度の持続可能性の確保 

 

  

施策の方向性 主要施策 取組内容 

２ 

介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
の
確
保 

（１）介護給付の適正化 

【適正なサービスの提供】 

①介護保険サービスの充実 

②保険給付の適正化 

③自立支援・重度化防止の推進 

（２）介護サービスの質の 

向上と介護人材の確保 

【介護人材の育成と確保】 

①介護サービスの基盤を支える人材の育成と 

確保 

②研修会の開催 
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評価目標及び目標値について 

 

 

 

 

  

評価項目 現状 目標値 

町内介護事業所数 合計 39 事業所 
維持 

（令和７年度） 

訪問介護 ７事業所 
維持 

（令和７年度） 

訪問看護 ２事業所 
維持 

（令和７年度） 

通所介護 ７事業所 
維持 

（令和７年度） 

短期入所生活介護 １事業所 
維持 

（令和７年度） 

特定施設生活介護（有料老人ホーム） １事業所 
維持 

（令和７年度） 

福祉用具貸与 １事業所 
維持 

（令和７年度） 

居宅介護支援 ８事業所 
維持 

（令和７年度） 

介護老人福祉施設（特別養護老ホーム） １事業所 
維持 

（令和７年度） 

認知症対応型共同生活介護 

(グループホーム） 
２事業所 

維持 

（令和７年度） 

地域密着型通所介護 ２事業所 
維持 

（令和７年度） 
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第９期計画の主要施策における 

 

 

 

 

  

施策の方向性 主要施策 取組内容 

１ 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
及
び
深
化 

（１）健康づくり・ 

介護予防の推進 

【健康づくりと介護予防】 

①健診の勧奨 

②健康の保持・増進 

③積極的な外出支援 

④地域住民の主体的な健康づくり活動 

⑤体操教室 

⑥サロン活動 

⑦生涯学習やスポーツ活動の推進 

⑧社会貢献活動や地域活動等への参加促進 
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取組内容の指標及び目標値 

 

 

 

  

指標 現状値 目標値 

がん検診の受診率 

a.胃がん検診 

b.肺がん検診 

c.大腸がん検診 

d.子宮頸がん検診 

e.乳がん検診 

a.4.1％ 

b.7.9％ 

c.7.4％ 

d.9.0％ 

e.13.3％ 

（令和４年度） 

a.5.7％ 

b.10.5％ 

c.10..0％ 

d.12.1％ 

e.18.5％ 

（令和７年度） 

国民健康保険被保険者の特定健康診査 受診率 
46.3％ 

（令和４年度） 

52.3％ 

（令和７年度） 

後期高齢者被保険者の健康診査 受診率 
24.81％ 

（令和４年度） 

27％ 

（令和５年度） 

１日 30分以上の運動・スポーツを週２回以上 

１年以上継続して実施している人の割合 

男性 
14.8％ 

（令和元年度） 

28.8％ 

（令和６年度） 

女性 
10.1％ 

（令和元年度） 

26.7％ 

（令和６年度） 

やわらぎ手帳の交付 交付率 
93％ 

（令和４年度） 

増加 

（令和７年度） 

Ｇｅｔ元気21関連事業参加者数の増加 延べ参加者数 
3,003人 

（令和４年度） 

増加 

（令和７年度） 

いきいき健康サロン 延べ参加者数 
159人 

（令和４年度） 

増加 

（令和７年度） 

専門職が行う体操教室等（民間含む）への 

参加人数 

年間受講者数 

（延べ） 

896人 

令和４年度 

増加 

（令和７年度） 

サロン活動支援 サロン箇所数 
20ヵ所 

（令和５年度） 

22ヵ所 

（令和７年度） 

総合型地域倶楽部やわらぎトラストの充実 高齢者会員数（実人数） 
318人 

（令和４年度） 

増加 

（令和７年度） 

介護（生活支援）ボランティア登録者数 登録者数 
13人 

（令和５年度） 

43人 

（令和７年度） 
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第９期計画の主要施策における 

 

 

 

 

  

施策の方向性 主要施策 取組内容 

１ 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
及
び
深
化 

（２）在宅介護サービス・ 

生活支援サービスの充実 

【在宅重視の体制整備】 

①介護予防・日常生活支援総合事業における 

自立支援型サービスの充実 

②生活支援サービスの拡充等 

③家族・介護者に対する支援の充実 

 

（３）在宅医療・介護連携の 

推進 

【一体的な提供体制】 

 

①西和地域７町における在宅医療・介護連携の 

推進 

②在宅療養生活の体制整備 

③デジタル技術を活用した情報共有システムの 

導入の検討 

重点 

重点 
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取組内容の指標及び目標値 

 

 

 

 

  

指標 現状値 取組毎の目標値 

介護予防・日常生活支援総合事業 

訪問 

（利用者数） 

104人 

（令和４年度） 

増加 

（令和７年度） 

通所 

（利用者数） 

121人 

（令和４年度） 

増加 

（令和７年度） 

短期集中予防サービス 

（利用者数） 

11人 

（令和４年度） 

増加 

（令和７年度） 

配食サービス 利用人数 
24人 

（令和４年度） 
― 

軽度生活援助事業 利用人数 
９人 

（令和４年度） 
― 

福祉タクシー助成事業 利用人数 
131人 

（令和４年度） 
― 

緊急通報装置サービス 利用人数 
41人 

（令和４年度） 
― 

訪問理美容サービス 利用人数 
８人 

（令和４年度） 
― 

紙おむつ支援事業 利用人数 
37人 

（令和４年度） 
― 

在宅と入院の切れ目のない提供 

入院時の情報提供率 

（西和地域６病院） 

91.3％ 

（令和４年度） 

100％ 

（令和７年度） 

退院調整率 

（西和地域６病院） 

80.6％ 

（令和４年度） 

100％ 

（令和７年度） 

西和メディケア・フォーラムの推進 

地域検討会合同会議の開催 
２回 

（令和５年度） 

継続 

（令和７年度） 

事例検討会の開催 
２回 

（令和５年度） 

継続 

（令和７年度） 

全国医療情報プラットフォームと連携可能な

ケアプランデータ連携システムの導入 

ケアプランデータ連携 

システムを導入した 

町内介護事業所の割合 

０％ 

（令和５年度） 

100％ 

（令和８年度 

本格稼働） 
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第９期計画の主要施策における 

 

 

 

  

施策の方向性 主要施策 取組内容 

１ 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
及
び
深
化 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）認知症施策の推進 

【見守り体制の強化】 

①認知症に関する理解促進及び相談支援体制の 

充実 

②本人・家族支援 

③認知症の早期発見・治療体制の推進 

④地域の見守り体制の推奨 

⑤チームオレンジ活動推進 

（５）高齢者の権利を守る 

【成年後見制度の推進】 

①高齢者虐待防止に関する普及・啓発 

②高齢者虐待防止に向けたネットワークの推進 

③成年後見制度利用支援 

重点 

重点 
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取組内容の指標及び目標値 

 

 

 

  

指標 現状値 取組毎の目標値 

認知症相談窓口 開催回数 
６回 

（令和４年度） 

12回 

（令和７年度） 

認知症カフェ 開催回数 
19回 

（令和５年度） 

継続 

（令和７年度） 

QRコードの配布 配布利用者数 
16人 

（令和４年度） 

20人 

（令和７年度） 

― ― ― ― 

見守りネット協力事業者数 事業者数 
53事業所 

（令和４年度） 

55事業所 

（令和７年度） 

認知症サポーター養成講座 年間受講者数 
０人 

（令和４年度） 

24人 

（令和７年度） 

ステップアップ講座 講座回数 ― 
１回 

（令和７年度） 

専門職等への周知及び住民への啓発 

相談件数 
４件 

（令和４年度） 

継続 

（令和７年度） 

広報回数 ― 
１回 

（令和７年度） 

各種無料相談の普及啓発 広報数 毎月掲載 
維持 

（令和７年度） 

見守りネット協力事業者数 事業者数 
53事業所 

（令和４年度） 

55事業所 

（令和７年度） 

権利擁護支援センターななつぼし 

相談件数 

（累計） 

21件 

（令和４年度） 

増加 

（令和７年度） 

受託件数 

（累計） 

６件 

（令和４年度） 

増加 

（令和７年度） 
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第９期計画の主要施策における 

 

 

 

  

施策の方向性 主要施策 取組内容 

１ 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
及
び
深
化 

（６）安全・安心な生活支援 

体制の構築 

【防災・防犯体制の推進】 

①地域の見守り体制の充実 

②防災・防犯・感染症対策の推進と災害時 

ケアプラン（個別避難計画）作成の推進 

③住まいや暮らしの環境に関する安全・安心の 

確保等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）地域包括支援センターに 

おけるネットワークの 

強化 

【ネットワークの整備】 

①地域包括支援センターを中心とした地域や 

関係機関等とのネットワークの整備と強化 

②地域ケア会議の推進 

③介護サービス関係機関等における感染症・ 

災害対策の整備の維持 

④地域共生社会の実現に向けた取組の推進 重点 
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取組内容の指標及び目標値 

 

 

 

  

指標 現状値 取組毎の目標値 

「王寺町安全・安心メール」及び 

「LINE公式アカウント」登録者数 
登録者数 

15,506件 

（令和４年度） 

17,753件 

（令和７年度） 

「個別避難計画」を作成した団体数 団体数 
５団体 

（令和４年度） 

29団体 

（令和７年度） 

相互応援活動 
災害時における福祉避難施設 

利用に関する協定 

１団体 

（令和４年度） 

維持 

（令和７年度） 

交通安全対策 
町内で発生した交通事故のうち

高齢者が関係した事故の割合 

33.2％ 

（令和４年度） 

31.7％ 

（令和７年度） 

総合相談窓口 

総合相談数 
197件 

（令和４年度） 

230件 

（令和７年度） 

委託相談数 
43件 

（令和４年度） 

50件 

（令和７年度） 

研修会・事例検討会の後方支援 
地域包括支援センターによる 

開催回数 

３回 

（令和４年度） 

６回 

（令和７年度） 

地域ケア会議の開催 開催回数 
39回 

（令和４年度） 

45回 

（令和７年度） 

― 定期的な連絡ツールの活用 ― 
維持 

（令和７年度） 

重層的支援会議の開催 開催回数 ― 
随時 

（令和７年度） 
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第９期計画の主要施策における 

 

 

 

  

施策の方向性 主要施策 取組内容 

２ 

介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
の
確
保 

（１）介護給付の適正化 

【適正なサービスの提供】 

①介護保険サービスの充実 

②保険給付の適正化 

③自立支援・重度化防止の推進 

（２）介護サービスの質の 

向上と介護人材の確保 

【介護人材の育成と確保】 

①介護サービスの基盤を支える人材の育成と 

確保 

②研修会の開催 
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取組内容の指標及び目標値 

 

 

 

 

指標 現状値 取組毎の目標値 

居宅で介護サービス受ける割合 

介護サービス利用者数のうち

在宅サービスと地域密着型 

サービスの占める割合 

83.7％ 

（令和４年度末） 

増加 

（令和７年度） 

町内事業所 廃止事業所 
１件 

（令和４年度） 

なし 

（令和７年度） 

要介護認定の適正化 認定調査の事後点検 
全件 

（令和４年度） 

全件 

（令和７年度） 

ケアプラン点検 町内居宅介護支援事業者 

22 件 

[町内介護支援専門

員数 22 人] 

（令和４年度） 

介護支援専門員１人

につき１ケース以上 

（令和７年度） 

医療情報との突合・縦覧点検 国保連合会への委託 
全件 

（令和４年度） 

全件 

（令和７年度） 

要介護度の悪化度 

王寺町：0.3 ポイント 

奈良県：0.4 ポイント 

（令和４年度） 

奈良県平均を 

下回る・維持 

（令和７年度） 

要介護度の改善度 

王寺町：0.1 ポイント 

奈良県：0.2 ポイント 

（令和４年度） 

奈良県平均を 

上回る・維持 

（令和７年度） 

介護職員初任者研修助成事業 申請件数 
０件 

（令和４年度） 

増加 

（令和７年度） 

町内介護職員の離職率 離職率 
22％ 

（令和４年度） 

減少 

（令和７年度） 

職員のケアの専門性を向上 
研修会の参加 

事業所率 

68％ 

（令和４年度） 

70％ 

（令和７年度） 
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4.日常生活圏域の設定 

 

王寺町では、高齢者の住み慣れた地域での生活・介護の基盤となる地域包括ケアシステムの推

進に向けて第３期介護保険事業計画策定時より、王寺町全体を１圏域とする日常生活圏域を設

定しており、本計画においても、この圏域設定を継続することとします。 

 

5.地域包括ケアシステムについて 

 

地域包括ケアシステムでは、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ

とができるよう、住まい・医療・介護・予防(介護予防)・生活支援が一体的、継続的（入院、退

院、在宅復帰を通じて切れ目ないサービス提供）に提供されることを目指しています。 

そのためには、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特

性に応じてつくり上げていくことが必要です。 

王寺町では、平成 25（2013）年度から「王寺町高齢者福祉ハートフルビジョン研究会」を開催

し、王寺町にふさわしい「地域包括ケアシステム」について議論を重ねました。その結果、研究

会では特別養護老人ホームを中心とした複合型施設「安心拠点」を設け、「地域包括支援センタ

ー」や「地域リハビリテーション機能」を持ち、ワンストップで「保健・医療・福祉（介護）」

のサービスが提供できる体制づくりが必要であるとの結論に至りました。このような経緯によ

り、現在設置されている「安心拠点」では、元気な高齢者から介護が必要な高齢者まで、その段

階に応じた「切れ目ないリハビリテーション」を提供し、心身の状態悪化を防ぐことを目標とし

た支援体制の強化を図っています。また、引き続き、この「安心拠点」を活用した地域住民の主

体的な活動を推進し、高齢者が生きがいや役割を持って生活できる地域の実現を目指した「地域

包括ケアシステム」の構築を推進及び深化していきます。 
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,
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り
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宅
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体
制
整

備
】

【
介

護
人
材
育
成
と
確
保
】
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第４章 施策の展開 

施策の方向性１ 地域包括ケアシステムの推進及び深化 

 

地域包括ケアシステムでは、自助や互助の視点から、誰もが最期まで住み慣れた地域で暮ら

していくためには、地域住民の主体的な参加が不可欠とされており、その中核機関として、地

域包括支援センターは、高齢者の多様なニーズに対応するため、保健、医療、介護、介護予防、

福祉の各サービスを適切に調整し、つなげる役割を果たすなどの地域支援の力を発揮できるよ

う一層の機能強化を図ります。 

また、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や

地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一

人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指し、地域包括支援センター

と地域の関係機関・団体等とのネットワークの強化を図ります。 

なお、地域住民が主体的に取り組む介護予防や健康づくり、リハビリテーションの場を提供

し、心身・生活機能の低下を予防する活動を推進することで、互助・共助の活動へ発展させ、

地域力向上を期待しながら、ひとり暮らしの高齢者や認知症高齢者等の要支援者に対する支援

機能の一層の充実を図ります。 

 

（１）健康づくり・介護予防の推進 【健康づくりと介護予防】 

①健診の勧奨 

疾病や生活習慣病の早期発見、早期治療及び発症予防を目的とした特定健康診査・特定保

健指導等により、栄養・食生活や運動・身体活動の習慣化などの生活習慣の改善指導の充実

を図り、壮年期における生活習慣病の発症予防に取り組みます。 

また、各種がん検診による疾病の早期発見により、早期治療と治療の継続を推進すること

で、疾病の重症化予防に向けた取組を推進します。 

さらに、青年期・壮年期からの生活習慣病の予防、疾病の早期発見・早期治療の観点から、

検（健）診等の重要性について健康教育など様々な機会を通じて、積極的に普及啓発活動を

行い、受診率の向上に努めます。※実施主体：奈良県後期高齢者医療広域連合 

 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

特定健康診査・特定保

健指導 

特定健康診査及び特定保健指導は、内臓脂肪症

候群（メタボリックシンドローム）の予防に着

目し、運動習慣の定着や食生活の改善を促すこ

とで循環器系の疾患、脳疾患の発症リスクの低

減を図っています。 

さらなる受診率の向上に向けて、より効果的な

受診勧奨方法の検討や受診しやすい体制等の

検討を行い、生活習慣病の早期発見・早期治療

につなげます。 

保健センター 
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取組内容 取組の考え 主担当課 

各種がん検診 

受診率の向上を目指して、特定健診とあわせて

受診できるようにしたり、平成29（2017）年度

からは50歳から内視鏡による胃がん検診を追

加するなど、受診しやすい体制を充実すること

で、引き続き受診勧奨に努めていきます。 

保健センター 

骨密度測定 

18歳以上の女性を対象に骨密度測定を行い、あ

わせて、結果説明と生活習慣改善に関する相談

を行います。転倒による骨折を予防するための

生活習慣の改善につなげていきます。 

保健センター 

後期高齢者医療制度に

基づく健康診査 

75歳以上の方（65歳以上75歳未満で一定の障害

認定を受けられた方を含む）を対象に年１回健

康診査を実施し、高齢者の健康づくり、生活習

慣病等の早期発見、介護予防につなげます。 

高齢者の健康寿命の延伸を目的として、健康診

査の受診率の向上と、高齢者の保健事業と介護

予防の一体的な実施を継続して行います。 

国保健康推進課 

高齢者一体的保健事業

（糖尿病性腎症重症化

予防） 

国民健康保険での保険事業の継続として、糖尿

病の合併症である腎症重症化及び人工透析へ

の移行を予防するために、健診・医療・介護の

各種データから対象者を抽出し、かかりつけ医

と連携した保健指導や治療中断者への受診勧

奨等を実施します。 

国保健康推進課 

 

  



94 

②健康の保持・増進 

食習慣や生活習慣など健康に生活するための行動の実践を住民に促すため、健康づくりや

生活習慣病予防につながる活動への参加機会や内容について充実するとともに、様々な機会

を通じて啓発を行い、健康づくりの必要性や効果に関する知識の普及に努めます。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

シルバーウォーク 

毎年５月に60歳以上の方を対象に「明神山健脚

コース」を、10月に70歳以上の方を対象に「秋

の明神山ふれあいワゴン」を高齢者の介護予防

を目的として実施しています。 

高齢者自ら健康づくりに気軽に取り組むきっ

かけづくりとして実施しており、閉じこもりの

防止をはじめ、仲間づくりや健康づくりに資す

る事業として期待されることから、今後も継続

して実施します。 

保健センター 

ヘルスアップ教室 

「筋トレ」「ストレッチ」「ウォーキング」を中

心にした運動教室を引き続き開催します。気軽

に参加できる身体活動を行い、継続すること

で、運動機能低下のリスクを低減します。 

保健センター 

やわらぎ体操 

町民が親しみやすく安心して取り組める王寺

町町歌にあわせたオリジナル健康体操です。健

康寿命奈良県一を目指して、各種イベントでの

普及に取り組みます。 

保健センター 

高齢者一体的保健事業

（通いの場等への積極

的関与） 

健康教室や介護予防教室、サロン活動等で質問

票を用いたフレイルチェックにより参加者の

状態を把握し、フレイル予防の講話や体力づく

りなどの行動変容を促す取組のほか、必要に応

じ医療機関への受診勧奨を実施します。 

国保健康推進課 

保健センター 

福祉介護課 

社会福祉協議会 
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③積極的な外出支援 

健康づくり・介護予防のためにも、外出の機会を確保することは重要です。高齢者の外出

機会の確保のため、外出支援を行い、閉じこもりの防止に努めることで社会参加・交流を促

進していきます。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

外出支援事業 

高齢者の外出支援・移動手段の確保に資する事

業として次の事業を継続し、今後も高齢者の外

出支援や生活支援等の支援・促進に努めます。

いずれの事業も対象者の状況の変化やニーズ

等を踏まえ持続可能性を高めながら運用に努

めます。 

①やわらぎの手帳の交付 

イコカカードやバスカード、タクシー優待券の

交付は、高齢者の外出支援・移動手段の確保に

資する事業として継続して実施します。 

②運転免許返納者優待バスカードの交付 

交通事故を起こさないよう、自主的に運転免許

証を返納する「運転免許証自主返納制度」の周

知を図り、優待バスカードの利用促進に努めま

す。 

また、70歳以上を対象とした「運転免許返納者

優待バスカード」の交付を引き続き実施し、運

転免許返納者の移動を支援し社会参加を促進

します。 

福祉介護課 

移動支援事業 

地域住民の移動手段が確保できるよう、自治会

によるグリーンスローモビリティ（電動乗用カ

ート）を活用した移動支援事業に対して、必要

な支援を行います。 

政策推進課 

 

④地域住民の主体的な健康づくり活動 

取組内容 取組の考え 主担当課 

Ｇｅｔ元気 21の取組 

「目指そう健康寿命奈良県一」を合言葉に、ボ

ランティア組織「Ｇｅｔ元気21」を中心とした

地域ぐるみの健康づくりを推進します。 

保健センター 

食生活改善推進員の 

活動 

最も身近な食事づくりの改善から活動を始め

たボランティア団体で、会員の高齢化が進む

中、若い世代の会員の確保を図り、さらなる自

主的・主体的な活動が広がるよう支援します。 

保健センター 
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取組内容 取組の考え 主担当課 

ＡＧＥ65活動への 

支援 

一般介護予防事業の「ここからカレッジ」の卒

業生が学習成果を活かして主体的に企画・運営

し、個人の介護予防から地域での介護予防へと

普及・拡大を図るための活動を推進します。高

齢者一人ひとりが持つ知識や能力を活かした

介護予防のための活動を地域に還元するグル

ープを育成するなど、ＡＧＥ65活動の一層の活

性化に向けた支援に努めます。 

保健センター 

 

⑤体操教室 

介護予防や生きがいづくり活動などを通じて、元気な高齢者から介護が必要な高齢者まで

が、その状態に応じた介護予防のための取組「切れ目のないリハビリテーション」が受けら

れ、心身・生活機能の低下を防ぐとともに、生きがい・役割をもって活動できる地域社会の

実現を目指し、介護予防の輪が住民へ波及するよう引き続き努めます。なお、介護予防を推

進していくためには、専門職を中心にエビデンスに基づいた体操や運動を行うことに重点を

置きながら、民間企業等の参入も視野に入れた施策を検討し、全高齢者に介護予防の機会を

創出していきます。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

介護予防事業の推進 

介護予防の取組として、65歳以上の方を対象

に、特別養護老人ホーム「てんとう虫」内の地

域交流スペースとやわらぎ会館、介護付き有料

老人ホーム「だるま苑」の３か所で理学療法士

等の専門職による体操教室や社会参加・交流を

促進させ介護予防に努めます。引き続き、専門

職が行う体操教室の拠点の拡充を図り、エビデ

ンスに基づいた体操等を指導、助言すること

で、自立支援や健康寿命の延伸を目指しなが

ら、仲間づくりの場を創出していきます。その

他、高齢者の低栄養予防に関する啓発活動を促

進させ、運動や体操とともに介護予防事業を展

開していきます。また、高齢者による住民主体

の体操や運動の活動についても、地域包括支援

センターが引き続き後方支援を行っていきま

す。 

福祉介護課 

地域リハビリテーショ

ン支援体制の実施 

町内の特別養護老人ホームの専門職員が、同施

設内の地域交流スペースで、介護予防のための

運動や体操教室を定期的に実施したり、介護予

防啓発出前講座や各サロンにおいて運動や体

操の指導に出向くことで、地域リハビリテーシ

ョンの推進に努めます。 

福祉介護課 
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⑥サロン活動 

住民主体の生きがいづくりや社会参加を促進するため、サロン活動を推進します。 

取組内容 取組の考え 主担当課 

サロン活動の推進 

高齢者が気軽に集い、心身ともに健康な生活を

目的として実施する「ふれあい・いきいきサロ

ン活動」を支援します。希薄化する近隣関係か

ら起こる閉じこもりや孤立化を防止し、困りご

と相談や見守りにつながるようサロンを推進

します。 

社会福祉協議会 

高齢者学習活動促進 

事業 

高齢者に対する生涯学習の機会の提供を目的と

して、多様な教室・講座を開催します。 

ボランティア活動の担い手や趣味・サークル活

動等の指導者等として、学習成果を活かす機会

の充実を図ります。 

文化交流課 

老人福祉センター 

活動の推進 

60歳以上の方を対象に、趣味や娯楽を通じ、ふ

れあいを深め、仲間づくりと生きがいづくりの

拠点となるよう、施設・設備の維持を図ります。

また、活動内容を充実し住民の利用促進に努め

ます。 

社会福祉協議会 

老人憩の家（片岡の家）

活動の推進 

入浴施設の提供のほか、趣味や娯楽の小グルー

プの利用を促進し、仲間づくりや生きがいづく

り、健康づくりにもつながるよう活動内容を充

実します。 

社会福祉協議会 

老人クラブ活動への 

支援 

活動に対する支援を継続するとともに、活動の

活性化を図るため、活動の周知など加入者の増

加に向けた取組に努めます。 

社会福祉協議会 

 

⑦生涯学習やスポーツ活動の推進 

高齢者の趣味・生きがいづくりの支援として、生涯学習やスポーツ活動を推進します。 

取組内容 取組の考え 主担当課 

やわらぎトラストの 

充実 

地域のコミュニケーションと健康づくりに貢

献するため、子どもから高齢者まで気軽に参加

できる各種スポーツ教室「王寺やわらぎトラス

ト」の充実を図ることで、スポーツに取り組む

機会づくりを進めます。 

生涯学習課 

地域スポーツ活動の推

進 

健康づくりや体力づくり、生きがいづくり、同

世代・世代間での交流の場として、住民誰もが

スポーツに親しむことができる環境づくりを

推進します。 

高齢者だけでなく、広く住民のスポーツに関す

るニーズを踏まえ、各種目への参加機会の充実

を図ります。 

生涯学習課 
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取組内容 取組の考え 主担当課 

シルバー人材センター

への支援 

高齢者の社会参加・生きがいづくりの場の一つ

として、シルバー人材センターの周知・情報提

供やセンター活動活性化のための支援に努め

ます。 

福祉介護課 

 

⑧社会貢献活動や地域活動等への参加促進 

高齢者が培ってきた経験や知識を活かした社会参加、社会貢献活動などの充実を図り、高

齢者等が自分らしく生きがいを持てる地域づくりを推進します。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

ボランティア活動の 

推進 

高齢者が、長年培ってきた経験や技能、生涯学

習を通じて学んだこと等を活かし、ボランティ

アの「担い手」になることを推進していきます。 

また、様々なボランティア活動の活性化を図る

ため、支援を必要とする方と支援を提供する方

とをつなぐコーディネート機能や活動に対す

る総合的な支援を行う拠点づくりを図ります。 

社会福祉協議会 

敬老会の開催 

今後も一層高齢化が進む中、長年にわたって社

会に貢献されたことに対する感謝と敬意を表

する機会として事業を継続して実施します。対

象者の状況の変化やニーズ等を踏まえ、持続可

能性を高めながら事業の実施に努めます。 

福祉介護課 

最高齢者訪問・敬老祝

い金 

高齢者の長寿を祝い、尊ぶ観点から、事業内容

を見直した上で、今後も継続して実施します。 
福祉介護課 

 

（２）在宅介護サービス・生活支援サービスの充実 【在宅重視の体制整備】 

①介護予防・日常生活支援総合事業における自立支援型サービスの充実 

「介護予防・日常生活支援総合事業」（以下「総合事業」という。）は、王寺町が中心とな

り、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることで、

地域の支え合い体制づくりを推進するものです。 

総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の２つの事業で

構成されます。２つの事業を一体的に取り組むことで、介護予防・自立支援に資する取組が

継続的に拡大していくような地域づくりを目指します。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

介護予防・生活支援 

サービス事業の充実 

介護予防の観点から専門職による短期集中予防

サービス（ちゃれんじＤＸ教室・いつでもチャ

レンジ教室）の継続及び充実に努めます。 

特に、集団や個別アプローチを通じて、対象者

のやる気や気づきを高める自立支援を行いま

す。 

福祉介護課 
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取組内容 取組の考え 主担当課 

また、訪問介護や通所介護等の利用においても

同様に、要支援認定者や事業対象者の自立支援

を踏まえたサービスの提供に努めます。また、

多様な担い手によるサービスの充実を図りま

す。 

一般介護予防事業の 

推進 

PDCA サイクルにそった介護予防事業を展開

し、特に、特別養護老人ホーム内に設けた地

域交流スペースを中核として、施設の専門職

によるエビデンスに基づいた体操や運動を引

き続き展開していきます。また、年齢や心身

の状態などによって分け隔てることなく、誰

もが利用しやすい居場所として充実させるこ

とで、社会参加・交流や生きがいづくりに通

じた効果的な介護予防に取り組み、事業の拡

充に努めます。 

また、「健康とくらしの調査（令和４年度実

施）」の結果に注視した「低栄養予防」「図書

館を利用した認知症予防」等に関する事業展

開や民間企業等の参入も視野に入れた施策を

検討するなど、全高齢者に介護予防の機会を

創出していきます。 

さらに、運動や体操など高齢者本人への直接的

なアプローチだけではなく、生活環境等の調整

が必要な場合には、周囲への働きかけや支援を

含めた事業を推進していきます。 

福祉介護課 

地域の介護予防活動 

への支援 

介護予防教室などの機会を通じて介護予防の普

及啓発に努めるとともに、地域において介護予

防の活動を行う団体等の育成・支援に努めます。 

また、地域の団体等が行う介護予防の取組にリ

ハビリテーションの専門職等を活用し、参加者

の状態に応じた助言を行うことにより、質の向

上を図り、幅広く高齢者が参加できるように努

めます。 

福祉介護課 

社会参加・交流を通じ

た介護予防の推進 

地域住民等による多様な介護予防の場を創出す

るためには、高齢者が単に支援を受ける存在に

なるのではなく、地域で開催される介護予防の

取組の指導や企画運営にも携わることで相互の

助け合いや、学びの場になるよう機能を充実さ

せていくことが必要です。 

高齢者が社会的な役割を担うことで生きがい

を感じ、介護予防につなげることができる活動

福祉介護課 
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取組内容 取組の考え 主担当課 

の場を創出します 

 

②生活支援サービスの拡充等 

ひとり暮らしなどで、日常的に見守りが必要な高齢者に生活支援サービスを提供し、高齢

者が自立した生活を送ることができるように支援します。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

生活支援の体制づくり 

生活支援体制整備事業の「生活支援コーディネ

ーター」による地域での生活支援サービスの提

供体制の整備に引き続き取り組みます。整備に

あたっては、次の考え方を念頭に取り組んでい

きます。 

＜生活支援体制整備にあたっての考え方＞ 

・高齢者が地域で生きがいや役割をもち、尊厳

を保持し、地域で自分らしい生活を送ること

ができるように、その方の状態に合った最適

な生活支援サービスを重層的に支援 

・地域の元気な高齢者の参加・参画を得ながら、

サービスが提供できる体制を整備 

・地域包括ケアシステムが実現したまちの姿

を思い描き、地域社会の持続可能性を高める

ための意識の醸成 

・地域の困りごとや課題を抽出し、その解決に

向けて地域での取組を後方支援したり、行政

として必要なサービス体制を整備します。 

福祉介護課 

高齢者の自立生活支援

事業の実施 

ひとり暮らし高齢者等の自立生活への支援と

見守り等を兼ねたサービスを引き続き実施し、

利用が必要と考えられる高齢者の把握に努め

ます。 

①配食サービス事業 

（すこやか支援サービス） 

調理をすることが困難なひとり暮らしまたは

高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の高

齢者を対象に、食の確保と安否確認の手段とし

ても有効なサービスであることから、事業の周

知を図り、担い手の確保に努めながら、今後も

継続して実施します。 

②軽度生活援助事業 

シルバー人材センター等を活用して、在宅のひ

とり暮らしまたは高齢者のみの世帯などに日

常生活上の援助を行うサービスで、支援内容の

充実を検討し、今後も継続して実施します。 

福祉介護課 
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取組内容 取組の考え 主担当課 

③福祉タクシー助成事業 

要介護２以上の認定を受けた高齢者（施設入所

者を除く）で外出が困難な方を対象に実施して

いるサービスで、外出機会の創出に寄与してい

る事業であることから、事業の周知を図りなが

ら、今後も継続して実施します。 

④緊急通報装置貸与事業 

在宅のひとり暮らし高齢者等の急病・事故等の

緊急事態の際、迅速な救助及び援助を行うこと

を目的に実施している事業です。ひとり暮らし

高齢者や高齢者世帯が増加しており、見守りの

観点から重要な事業のため、事業の周知を図

り、協力者の確保に努めながら、今後も継続し

て実施します。 

対象者の枠を広げ、高齢者が地域で安心して暮

らすことが出来るよう充実を図ります。 

寝たきり高齢者の生活

支援事業の実施 

主に寝たきりの高齢者等の自立生活への支援

と健康増進等を図るサービスを引き続き実施

します。 

・訪問理美容サービス事業（さっぱり生きいき

サービス） 

自ら理容院または美容院に出向くことができ

ない方を対象に、理美容師が自宅に訪問して理

美容サービスを行う事業で、事業の周知を図り

ながら、今後も継続して実施します。 

福祉介護課 

 

③家族、介護者に対する支援の充実 

「老老介護」の増加等、家族の介護力低下を踏まえ、介護者が在宅で安心して介護が続け

られるように支援します。 

取組内容 取組の考え 主担当課 

家族介護慰労事業の 

実施 

要介護４または要介護５の高齢者のうち、過去

１年間介護保険サービスを利用しなかった方

（年間１回程度の短期入所の利用を除く）の在

宅介護を行っている家族に対して、慰労として

10万円の金品を贈呈する事業です。町財政との

均衡を踏まえ、事業の持続可能性を勘案しなが

ら実施します。 

福祉介護課 

紙おむつ支給事業の 

実施 

要介護３以上で、常時失禁状態にある在宅の高

齢者を介護している家族に対し、介護に必要な

紙おむつを支給する事業で、家族の身体的・精

神的・経済的負担の軽減を図ることを目的に実

施しています。今後、法改正に注視し、事業の

福祉介護課 
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取組内容 取組の考え 主担当課 

持続性を勘案しながら実施します。 

 

（３）在宅医療・介護連携の推進 【一体的な提供体制】 

①西和地域７町における在宅医療・介護連携の推進 

医療や介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる

よう、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムの構築を通

じ、医療及び介護を総合的に確保することが求められています。 

医療機関を退院した、介護が必要な高齢者の受け皿を、近隣町と連携して整備するととも

に、円滑に在宅での療養生活に移行できるよう努めます。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

「西和地域７町入退院

調整ルールづくり事

業」の推進 

西和地域７町が主体となって、地域の医療機関

及び介護支援専門員等と協働で作成した「西和

地域７町における入退院連携マニュアル」を活

用し、退院する高齢者の在宅療養生活への円滑

な移行のための体制を構築しました。引き続

き、入退院における円滑な移行の持続性を目指

して、各医療関係者、介護職、行政等が集まり、

西和地域７町の課題を情報共有し、課題解決に

取り組んでいきます。また、このルールを周知

し継続性を高めるための取組も推進していき

ます。 

福祉介護課 

 

②在宅療養生活の体制整備 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるこ

とができるよう、医師会・歯科医師会・薬剤師会等、地域における医療・介護の関係団体や

医療機関とのネットワークを推進し、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供する体制づ

くりに努めます。 

特に、「看取り」を行う在宅医療においては、患者本人や家族、医師らが治療方針などを病

状の変化に応じて繰り返し話し合う「アドバンス・ケア・プランニング（ACP）」を推進し、

「看取り」の対応強化を図っていきます。 

 

 

重点 

重点 
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取組内容 取組の考え 主担当課 

西和メディケア・フォ

ーラムの推進 

西和地域７町で在宅医療・介護連携を円滑に進

めるための西和メディケア・フォーラムに参加

し、近隣町と連携して在宅医療・介護連携を推

進します。 

特に、病院や地域で働くそれぞれの専門職で立

ち上げた部会（薬剤師会部会・看護部会・マネ

ージメント部会・セラピスト部会・地域連携室

部会）で、相互理解を深めつつ連携強化を図り、

そこで生じた課題については、西和メディケア・

フォーラムの地域検討会で解決策を講じ、西和

地域７町で一体的に取り組んでいきます。 

なお、消防署参加の他、歯科部会の立ち上げ

や、介護施設関係者等の参加を推進し、より多

くの方が西和メディケア・フォーラムに加わる

ことで、西和地域における地域包括ケアシステ

ムの深化を図っていきます。また、具体的な目

標と取組を検討・共有・実践し、効果評価でき

る仕組みを整備します。 

福祉介護課 

在宅医療・介護関係者

による会議等 

医療と介護の関係者による会議や事例検討会

の推進と専門職向けの研修会等を開催し、顔の

みえる関係をつくりながら、在宅医療・介護連

携に関する相談受付の充実を引き続き図って

いきます。 

福祉介護課 

 

 

③デジタル技術を活用した情報共有システムの導入の検討 

   住み慣れた地域で、安心して質の高い介護や医療サービスを受けながら生活していけるように、 

社会情報連携を効果的に進めていけるように検討していきます。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

全国医療情報プラット

フォームと連携可能な

ケアプランデータ連携

システムの導入 

保健・医療・介護の各段階において発生する情

報やデータ全体を最適化された基盤を通じて、

町民自身の予防を促進し、より良質な医療やケ

アを受けられるように、ケアプランデータが連

携できるように引き続き働きかけていく。 

福祉介護課 
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（４）認知症施策の推進 【見守り体制の強化】 

①認知症に関する理解促進及び相談支援体制の充実 

地域包括支援センターを中心に、認知症サポーターや認知症サポーターを養成する講師役

であるキャラバン・メイトの養成・派遣などを引き続き実施することで、認知症に関する理

解の促進に取り組みます。 

特に、認知症サポーター養成講座は、住民だけでなく企業、学校でも開催し、すべての住

民や関係者が認知症について正しく理解できるよう、普及啓発に取り組みます。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

「認知症なんでも相

談」窓口 

専門相談員による相談及び訪問による支援を

図っていきます。必要に応じ多職種と連携し、

問題解決を図ります。 

「認知症なんでも相談」とカフェ、予防教室、

認知症サポーター養成講座を合わせて行い、予

防から疾患理解、対応方法、受診やサービスに

ついて同じ場所で立場をかえて学べる機会を

創出していきます。 

福祉介護課 

認知症啓発イベントの

開催 

医療・介護の関係者と協力して講演会や啓発

劇、認知症予防体操等を開催します。 
福祉介護課 

物忘れチェックの実施 

上記の開催にあわせて、タッチパネルによる

「物忘れチェック」を行い、必要な方は、医療

機関につなげ、早期診断・治療に努めます。 

福祉介護課 

認知症サポーター養成

講座の開催及びキャラ

バン・メイトの養成 

国の認知症施策の一つである「認知症サポータ

ー養成講座」を王寺町においても推進します。

あらゆる世代を対象に、認知症の方と家族を支

える「認知症サポーター」を養成し、キャラバ

ン・メイトの活動を充実することで、認知症に

なっても安心して暮らせる地域づくりを推進

します。また、小学生と高齢者とが触れ合う機

会を増やし、世代を超えたコミュニケーション

につなげる取組として「認知症キッズサポータ

ー養成講座」を開催します。 

さらに、養成講座終了後のサポーターが活躍で

きる機会や場の創出に努めるとともに、地域で

認知症の方とその家族を支える社会資源とし

ての役割を果たすようフォローアップを行い

ます。 

福祉介護課 
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取組内容 取組の考え 主担当課 

認知症予防啓発講座

（出前講座）の充実 

キャラバン・メイトを講座の講師として派遣

し、地域住民の認知症予防に関する啓発に努め

ます。 

福祉介護課 

 

②本人・家族支援 

認知症高齢者が、尊厳を保ちながら安心して住み慣れた地域で継続した生活を送ることが

できるよう、支援体制を強化します。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

本人・家族・介護者に

対する支援 

認知症高齢者の安全確保を図るサービスを充

実し、本人、家族・介護者が安心して住み慣れ

た地域で継続した生活を送ることができるよ

う支援を充実します。 

「徘徊探知機の貸与」サービスや「ＱＲコード

シールの配布」を推進し、行方不明時の早期発

見・対応に努めます。 

また、認知症グループホームが地域の安心拠点

の一つとして役割を担い、相談支援を実施する

よう支援します。 

福祉介護課 

認知症の方に対するサ

ービスの充実 

認知症ケアの質の向上を図るため、認知症グル

ープホームや介護サービス事業所などにおい

て認知症介護に係る研修を実施するなど、認知

症ケア向上推進事業に取り組みます。 

福祉介護課 

認知症ケアパス（認知

症ガイドブック）の普

及・啓発と認知症の方

への対応に関する情報

提供の推進 

認知症の方の生活機能障害の進行にあわせ、い

つ、どこで、どのような医療・介護サービスを

受けることができるのか、具体的な機関名やケ

アの内容等をあらかじめ認知症の方とその家

族に「認知症ケアパス（認知症ガイドブック）」

を配布し、住み慣れた地域で生活を継続するた

めに必要な情報を提供します。また、住民に広

く活用してもらえるよう普及・啓発に努めま

す。 

福祉介護課 

通いの場の拡充 

（認知症カフェ） 

認知症の有無にかかわらず、誰でも参加し楽し

める通いの場に専門職を配置して、必要に応じ

て相談、支援できる体制を整えていきます。 

福祉介護課 
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③認知症の早期発見・治療体制の推進 

地域包括支援センターの認知症相談や認知症初期集中支援チームなどの普及・啓発を図

り、認知症の早期診断・早期対応の取組を推進します。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

認知症初期集中支援チ

ーム活動や認知症地域

支援推進員による支援

の推進 

認知症初期集中支援チームや認知症地域支援

推進員と、地域の病院・診療所や認知症疾患医

療センターが連携した認知症ケア体制を構築

し、認知症の早期診断・早期対応を推進します。 

福祉介護課 

認知症疾患医療センタ

ーと連携した「認知症

なんでも相談」窓口の

充実 

認知症になっても、より適切な医療サービスに

つなげていけるよう、認知症疾患医療センター

と連携した認知症無料相談の機会を設け、専門

的な相談を受けることで認知症に対する不安

を軽減・解消します。 

福祉介護課 

認知症サポート医との

連携 

認知症の方の診療に習熟し、かかりつけ医への

助言その他の支援を行う認知症サポート医（推

進医師）との連携を図ります。 

福祉介護課 
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④地域の見守り体制の推奨 

日常的に地域の中での支え合い、助け合いの取組が機能する地域づくりを推進し、地域福

祉のネットワーク機能の拡充を図ります。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

認知症高齢者見守り事

業の推進 

行方不明時の認知症高齢者の事故を未然に防

止するため、認知症高齢者の居場所を早期に発

見する「徘徊探知機の貸与」の利用や「ＱＲコ

ードシールの配布」を推進します。 

今後、後期高齢者の増加に伴い、認知症の高齢

者が増え、この事業へのニーズが高まることが

予想されることから、今後も継続して実施しま

す。なお、あらゆる世代を対象に、認知症の方

と家族を支える「認知症サポーター」を養成し、

認知症になっても安心して暮らせる地域づく

りを推進します。 

福祉介護課 

「王寺町見守りねっ

と」の拡充 

企業や地域の関係団体、医療、介護関係者など

様々な事業者や団体と協定を結び「王寺町見守

りねっと」による見守り体制の拡充を図ってい

きます。 

また、県や警察による取組と連携を図りつつ、

平時の見守り体制や行方不明時の早期発見の

ための活動とあわせて推進していきます。 

なお、様々な事業者を対象に「認知症サポータ

ー養成講座」を開催し、認知症の方の見守り体

制を強化していきます。 

福祉介護課 

 

 

⑤チームオレンジ活動推進 

認知症の方を地域で支える仕組みとして「チームオレンジ」の活動を推進します。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

チームオレンジ活動の

推進 

認知症サポーターを対象にステップアップ講

座（オレンジリーダー養成研修）を開催し、そ

の研修会を受講した認知症サポーターやキャ

ラバン・メイト等を中心に地域で暮らす認知症

の方や家族の困りごとの支援を行うための「チ

ームオレンジ」活動を推進します。 

福祉介護課 

 

 

 

 

 

重点 

重点 
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（５）高齢者の権利を守る 【成年後見制度の推進】 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（高齢者虐待防止法）

の趣旨を踏まえ、高齢者虐待の防止と成年後見制度推進を行い、高齢者が安心して生活が出

来るように支援します。 

 

①高齢者虐待防止に関する普及・啓発 

 

地域住民への高齢者虐待の理解促進のための啓発を推進します。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

高齢者虐待防止に 

関する普及・啓発 

地域住民の一人ひとりが高齢者虐待について

の認識を深め、虐待の防止・早期発見につなが

るよう、一層の普及・啓発に取り組みます。 

また、高齢者虐待を発見した際の相談窓口につ

いても啓発し、誰もが相談しやすい環境づくり

を進めます。 

福祉介護課 

 

②高齢者虐待防止に向けたネットワークの推進 

 

地域の関係機関・団体と連携したネットワークを強化し、虐待防止をはじめ、地域で気軽

に相談できる窓口の設置など、虐待の早期発見・早期対応ができる体制を強化します。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

高齢者虐待防止に向け

たネットワークの推進 

高齢者虐待の防止をはじめ、虐待の早期発見・

早期対応に取り組むため、地域包括支援センタ

ーや保健・福祉担当、医療機関、警察、民生児

童委員、介護支援専門員など、多職種が連携す

るとともに、企業や地域団体との見守り協定

（「王寺町見守りねっと」）締結を推進し、引き

続き、地域住民による見守り活動とあわせたネ

ットワークの構築に努めます。 

福祉介護課 

 

 

 

③成年後見制度利用支援 

 

認知症高齢者や知的障害者・精神障害者など判断能力が十分でない方が、必要な介護保険

サービスや保健福祉サービスを利用して自立し尊厳のある生活を送ることができるよう、関

係機関等と連携した権利擁護に取り組みます。また、高齢者等の状態にあわせて、法定また

は任意後見制度が利用できるように情報提供に努めます。 
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取組内容 取組の考え 主担当課 

成年後見制度利用支援 

本人や二親等以内の親族による成年後見審判

の申立てができない場合は、町長が申立てを行

います。また、申立費用や成年後見人等に対す

る報酬の支払いが困難な高齢者には費用の助

成を行います。 

また、判断能力が不十分な低所得の高齢者が、

本人の意思により成年後見審判(法定後見)の

申立てを行う場合でも、申立手続を支援しま

す。 

なお、この支援については、引き続き、法人後

見事業を行うＮＰＯ法人と連携しながら進め

ていきます。また、中核機関の整備を視野に入

れながら、西和地域７町と協議し、町単位でで

きる支援、西和地域７町協働でできる支援を組

みあわせながら、相談窓口の拡充や成年後見制

度利用支援の充実等を図っていきます。 

また、周知・広報をしながら、講演会、勉強会

等を開催し、成年後見制度の利用促進を図って

いきます。 

福祉介護課 

日常生活自立支援事業

の利用促進 

認知症等により判断能力が低下した方が、日常

生活を自立して送ることができるよう、福祉サ

ービス利用援助や日常生活における金銭管理、

書類等の保管などのサービスを実施します。 

引き続き、本事業を周知し、利用促進を図りま

す。 

社会福祉協議会 
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（６）安全・安心な生活支援体制の構築 【防災・防犯体制の推進】 

①地域の見守り体制の充実 

日常的に地域の中で支え合い、助け合いの取組が機能する地域づくりを推進し、地域福祉

のネットワーク機能の拡充を図ります。 

また、地域における相談支援の充実をはじめ、ひとり暮らし高齢者等の孤立防止や虐待の

早期発見・早期対応など、高齢者が地域で安心して暮らすことができるよう近隣同士の見守

り機能を充実します。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

身近な地域で助け合い

支え合う地域福祉活動

の推進 

平成27（2015）年度から地域のコミュニケーシ

ョンを深める取組として実践している「あいさ

つ＋１（プラスわん）運動」の実践を通じ、い

つもの「あいさつ」にもう一声添えることで、

親近感や連帯感を生み、「互近助」を引き出し、

見守りや防犯、事故防止につなげる活動を推進

します。 

また、政府では一億総活躍社会の実現を目指し

ており、福祉分野においても「支え手側」と「受

け手側」に分かれるのではなく、地域のあらゆ

る住民が役割を持ち、支え合いながら、自分ら

しく活躍できる地域コミュニティを育成し、自

助（互助）・共助・公助の適切な連携・協働のも

と、助け合いながら暮らすことのできる「地域

共生社会」を実現することが求められていま

す。そのため、「他人事」になりがちな地域づく

りを地域住民が「我が事」として主体的に取り

組む意識を醸成する働きかけを行うとともに、

困りごとを「丸ごと」受け止める総合相談支援

の体制整備を社会福祉協議会等と連携し進め

ていきます。 

生涯学習課 

福祉介護課

社会福祉協議会 

「老人・こども 110 番

の家」の旗設置事業の

実施 

地域の高齢者等が緊急時に避難ができ、支援を

受けることができる場所として町内の家屋約

1,200か所を登録しています。登録家屋には避

難場所であることがわかるように、誘導旗を立

てています。高齢者や子どもに対する様々な犯

罪の抑止等を啓発する事業として今後も継続

して実施します。 

生涯学習課 

  



111 

取組内容 取組の考え 主担当課 

緊急通報装置貸与事業

の実施（再掲） 

在宅のひとり暮らし高齢者等の急病・事故等の

緊急事態の際、迅速な救助及び援助を行うこと

を目的に実施している事業です。ひとり暮らし

高齢者や高齢者世帯が増加しており、見守りの

観点から重要な事業のため、事業の周知を図

り、協力者の確保に努めながら、今後も継続し

て実施します。 

対象者の枠を広げ、高齢者が地域で安心して暮

らすことが出来るよう充実を図ります。 

福祉介護課 

配食サービス事業 

（すこやか支援サービス） 

（再掲） 

調理をすることが困難なひとり暮らし高齢者

または高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世

帯の高齢者を対象に、食の確保と安否確認の手

段としても有効なサービスであることから、事

業の周知を図り、担い手の確保に努めながら、

今後も継続して実施します。 

福祉介護課 
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②防災・防犯・感染症対策の推進と災害時ケアプラン（個別避難計画）作成の推進 

災害発生時における高齢者の支援体制の強化を図るため、地域との連携を密にしながら避

難支援体制の整備・充実を図ります。また、介護サービス事業所においても防災に関する意

識が醸成されるように啓発します。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

避難行動要支援者名簿

の更新と効果的な運用 

災害発生時、地域の関係者が連携し、効率的・

効果的に要支援者の避難誘導ができるよう、個

人情報に十分配慮しながら、台帳の効果的な運

用を関係者間で図ります。 

防災統括室 

福祉介護課 

介護支援専門員や介護

サービス事業所と連携

した避難支援体制の整

備と充実 

避難行動要支援者名簿に登録されていない災

害時要支援者等については、介護サービス事業

所や介護支援専門員と連携し、災害発生時の避

難誘導で援助が必要な要介護者の情報共有を

図り、その方の状態像に応じ適切な避難場所へ

の誘導を図ります。 

福祉介護課 

感染症や災害発生時の

相互応援活動の推進 

感染症や災害発生時における町内介護サービ

ス事業所や施設間の相互応援活動を後方支援

します。また、それらと王寺町との連携体制の

強化を図ります。 

防災統括室 

福祉介護課 

災害時ケアプラン（個

別避難計画）作成の推

進 

避難行動要支援者のうち、家族等の避難支援が得

られない方や家族だけでは避難が困難な方に対

し、福祉専門職の参加を呼びかけ、本人やその家

族、必要に応じ地域住民を交えて避難のタイミン

グや移送手段、避難場所など、一連の活動を想定

した避難計画を作成します。また、地域包括支援

センターが中心となり、介護支援専門員には説明

会を開催し理解を得ながら、地域とつながる「き

っかけ」の場を創出し地域との連携に努めます。 

福祉介護課 

防災統括室 

地域住民による自主的

な防犯活動の推進 

警察等と連携し、自治会や民生児童委員、老人

クラブなど、地域住民による自主的な防犯活動

の促進を図ります。 

防災統括室 

防災（減災）及び防犯

のための住民への周

知・啓発 

回覧や啓発パンフレット等を活用し、災害に対

する備えや避難方法について、また振り込め詐

欺や悪徳商法等の犯罪に関する情報提供や被

害にあったときの相談窓口の設置など、支援体

制の充実を図ります。 

防災統括室 

住民課 

③住まいや暮らしの環境に関する安全・安心の確保等 

生活の基盤となる住環境の整備など、高齢者や障害のある方などが安全・安心に暮らせる

まちづくりを推進します。 
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取組内容 取組の考え 主担当課 

公共施設等の 

バリアフリー化の 

促進・推進 

公共施設等において、段差の解消、円滑な移動

に資するスロープやエレベーターの設置、多目

的トイレの設置など、バリアフリー化が未整備

の既存施設については引き続きバリアフリー

化を推進します。 

また、今後整備される施設については、あらか

じめユニバーサルデザインの考え方に基づき、

誰もが安全・安心に、快適に利用できる設計・

整備を行うよう情報提供や指導を行います。 

民間施設においては、計画の段階においてバリ

アフリー設計に関する助言等を行い、誰もが安

心して利用できる施設づくりを促進します。 

都市計画課 

住まいに関する 

安全・安心の確保 

介護保険制度を利用した手すりの設置、段差解

消等の住環境の整備を促進します。 
福祉介護課 

 

（７）地域包括支援センターにおけるネットワークの強化 【ネットワークの整備】 

①地域包括支援センターを中心とした地域や関係機関等とのネットワークの整備と強化 

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などが連携して、高齢者や認知症の方、またそ

の家族・介護者が安心して生活できるよう支援します。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

総合相談窓口の充実 

引き続き、庁舎内にある地域包括支援センター

や町内２か所の在宅介護支援センター等によ

る総合相談窓口を実施しながら、総合相談窓口

の拡充、充実を図るために「安心拠点」の場を

活用します。また、地域や関係機関とのネット

ワーク強化に努めるとともに、今後、地域包括

支援センターが介護や支援の必要な高齢者や

その家族に対する支援を円滑に行うことがで

きるよう、必要に応じて職員の体制強化を図り

ます。特に、庁舎内において、横断的な対応が

迅速かつ円滑に行われるように、引き続き他課

との連携強化に努めます。 

福祉介護課 
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②地域ケア会議の推進 

地域包括ケアシステムの推進に向けて具体的な目的意識を持った、保健、医療、介護、福

祉などの多職種の関係機関が、スキルアップを目的に地域の共通課題、協働による個別事例

の検討等の機会を持ち、各主体間の連携の強化を図ります。また、その関係機関のネットワ

ークを活かし、制度の垣根を越えた横断的・多面的な援助を実施し、重層的に支援していく

ことで高齢者が安心して生活を継続できるように努めます。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

多職種による連絡会、

地域ケア会議等の充実 

多職種の関係機関による連絡会や地域ケア会

議等を通じて、情報共有や個人、地域の課題を

解決したり、新たな社会資源の開発に向けて検

討します。また、多職種のさらなる連携強化と

地域ネットワークを活かした支援に努めます。 

福祉介護課 

 

③介護サービス関係機関等における感染症・災害対策の整備の維持 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

相互応援活動体制の 

推進 

引き続き、感染症や災害発生時に町内の介護サ

ービス事業所や施設等がお互いに助け合う体

制を推進し、相互応援活動の後方支援に努めま

す。 

福祉介護課 

 

  



115 

④地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

日常的に地域の中での支え合い、助け合いの取組が機能する地域づくりを推進し、地域共

生社会の実現に向けた取組を推進します。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

地域共生社会の実現

に向けた取組 

制度や分野の枠や、「支える側」と「支えられ

る側」という従来の関係を超えて、地域のあら

ゆる住民が生きがいや役割を持ち、支え合いな

がら、自分らしく活躍できる地域コミュニティ

を育成し、自助・共助・公助の適切な連携・協

働のもと、助け合いながら暮らすことのできる

「地域共生社会」を実現することが求められて

います。引き続き、「他人事」になりがちな地域

づくりを地域住民が「我が事」として主体的に

取り組む意識を醸成する働きかけを行います。

そして、地域における多世代の交流や多様な活

躍の場としての機能を意識した地域づくりを

推進します。 

また、一方で、近年の個人や世帯を取り巻く

環境の変化により、生きづらさやリスクが多様

化・複雑化していることを踏まえると、王寺町

としても情報や課題を共有し横断的な対応を

しながら、庁舎内の関係課及び多機関協働によ

る継続的な働きかけができる重層的支援体制

の構築を目指します。そして介護、障害、子ど

も、生活困窮等の各制度の基本的な考え方を踏

まえつつ、一人ひとりが尊重され、多様で複雑

な問題を抱えながらも、社会との関わりを失う

ことなく自立的な生き方を継続できるように

支援体制の強化に努めます。 

社会福祉協議会 

福祉介護課 

保健センター 

子育て支援課 

生涯学習課 

 

 

  

重点 
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施策の方向性２ 介護保険制度の持続可能性の確保 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、介護や日常生活への支援が必要となって

も安心して生活できる介護サービスや保健福祉サービスの充実が必要です。一方で、介護サー

ビス給付費も増大し、介護保険料は上昇を続けているため、介護保険サービスの提供が適正に

行われているか等を検証し、給付の適正化を推進することが求められています。 

適切な要介護認定や適正な介護給付に取り組み、過不足なくサービスが導入できるように支

援することで、介護保険財政の一層の健全性の確保と制度の安定運営に努めます。 

また、利用者自らが質の高いサービスを選択できるよう、介護保険サービス等に関する情報

提供や苦情・相談支援体制の充実のほか、住民が安心してサービスを利用できる制度運営に努

めます。 

 

（１）介護給付の適正化【適正なサービスの提供】 

①介護保険サービスの充実 

最期まで住み慣れた地域で生活を続けられるよう、高齢者の実態やニーズを踏まえた上

で、在宅生活を支えるサービスを中心に介護サービスの提供体制の整備・充実に努めます。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

介護保険制度に関する

情報提供 

窓口や電話等での介護保険に関する問い合わ

せでは、パンフレット等を活用しながら、きめ

細やかでわかりやすい説明に努め、介護保険の

申請やサービス利用が適切な時期に必要な方

に行われるように、引き続き職員の対応強化を

図っていきます。また、医療や介護の関係機関

にも介護保険に関する情報提供を強化し、介護

や支援が必要な方が適切な時期に過不足なく

サービスを利用できるように努めていきます。 

一方で、町広報紙掲載、パンフレット等の配布

や介護保険制度に関する知識の普及・啓発を図

るための講座を開催するなど、引き続き、介護

保険制度について住民に周知していきます。 

なお、ホームページについては、情報内容が利

用者にとって、より利用しやすいものとなるよ

う改善・充実に取り組みます。 

福祉介護課 

介護サービスの質の 

確保 

介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われ

るよう、適切な事業者指導、監督に努めます。 
福祉介護課 
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②保険給付の適正化 

持続可能な介護保険制度の構築に資するよう、また、利用者の自立支援に資する適切な介

護サービスが提供されるよう保険給付の適正化を進めていきます。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

認定調査票の点検 
認定調査票の点検を実施し、統一的な基準によ

る適正な要介護・要支援認定を推進します。 
福祉介護課 

縦覧点検・医療情報と

の突合 

奈良県国民健康保険団体連合会への委託によ

り、医療保険の入院情報等と介護保険の給付情

報を突合し、二重請求の有無の確認を行うな

ど、介護保険に係る給付費明細書の点検体制の

強化を図ります。 

福祉介護課 

ケアプラン点検 

利用者の自立支援に資する適切なケアプラン

となっているかを介護支援専門員とともに検

証確認しながらケアマネジメントの標準・普遍

化を図り、介護支援専門員の資質向上及び適正

な保険給付の実施に努めます。 

福祉介護課 

住宅改修の審査及び 

指導監査 

住宅改修費や王寺町に指定・指導権限があるサ

ービスについては、その利用者に適切なサービ

スが提供されるよう、王寺町の権限を適正に行

使し指導・監督にあたるとともに、必要に応じ

サービス提供事業所に対する調査や監査につ

いて県と合同で実施します。 

福祉介護課 

 

 

③自立支援・重度化防止の推進 

  

介護支援専門員は支援を必要とする高齢者の自立支援と重度化防止を図るため介護サービス

や社会資源などを活用して計画的かつ総合的にケアマネジメントを行うことが求められます。

そのため、ケアプラン点検・指導・研修会の開催などを通じて介護支援専門員の質の確保・向上

に努めていきます。 
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（２）介護サービスの質の向上と介護人材の確保【介護人材の育成と確保】 

①介護サービスの基盤を支える人材の育成と確保 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

介護人材の育成と確保

に向けた取組 

介護サービスを充実させるために、介護従事者

の資格取得に必要な研修会受講費用助成の検

討やスキルアップのための研修会等を実施し、

介護職の確保や質の向上を図っていきます。 

その他、引き続き、人材の育成と確保に関する

施策を検討し、介護サービスの基盤の整備に努

めます。 

福祉介護課 

 

②研修会の開催 

介護支援専門員を対象とした研修会を実施し、ケアマネジメントの質の向上に努めます。 

 

取組内容 取組の考え 主担当課 

介護支援専門員への 

支援・研修会開催 

ケアマネジメントの質の向上を図るため、介護

支援専門員への支援や研修会を実施します。 
福祉介護課 

 

 


